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この報告書は、電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）

第１４条に基づき、平成１９年度における電気通信事業紛争処理委員会の活動状

況について、総務大臣に報告するものである。 
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（参考）電気通信事業紛争処理委員会の年次報告に関する参照条文 

 

○ 電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第十四条 委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あ

っせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 

 

 

○ 電気通信事業紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号） 

 

（あっせん及び仲裁の状況の報告） 

第三条 令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、

当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。  

一 あっせん及び仲裁の申請件数  

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の

件数  

三 あっせんにより解決した事件の件数  

四 仲裁判断をした事件の件数  

五 その他電気通信事業紛争処理委員会（以下「委員会」という。）の事

務に関し重要な事項 



はじめに 

 
平成１９年度、電気通信事業紛争処理委員会は平成１９年１１月２２日に５年

ぶりに総務大臣への勧告を行うとともに、１１月３０日に第３期目のスタートを

開始した。また、委員会の認知度・利便性の向上など、委員会の機能を強化する

ための取組を推進した。 

 

委員会は、平成１３年１１月の発足以来６年余りの間に、合計６０件の事案を

処理してきた。これらを通じ、コロケーションに関する紛争や、料金設定の在り

方を巡る紛争、ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接続等の紛争を解決し、ひいては我が国の

ブロードバンドの普及や通信料金の低廉化などに貢献してきた。 

 

今日、電気通信市場においては、ＩＰ化の進展による次世代ネットワーク（Ｎ

ＧＮ）の構築やＭＶＮＯを含む移動通信事業者の新規参入に伴う競争の更なる活

性化等の展開が見られる。これらに伴い、委員会の対象とする電気通信事業者間

の紛争にも従来にない形態のものが出現しつつある。 

 

また、多様な無線システムの出現により周波数がひっ迫している中で、無線局

の開設希望者等と既存無線局の免許人等との間の調整が円滑に進むようにするた

め、平成１９年１２月に電波法等が改正され、平成２０年４月より、当委員会に

よるあっせん・仲裁手続が開始されることになった。 

 

委員会において、このような電気通信分野の変化や制度変更に適切に対応し、

引き続き我が国電気通信の発展に寄与していくためには、紛争処理に関係する情

報収集等の強化、委員会の認知度・利便性の向上、委員会の知見の情報発信の強

化、紛争処理機能強化・制度整備への対応など、委員会の機能を強化するための

取組を継続することが重要である。 

 

本報告書では、以上の認識にたって、第Ⅰ部において平成１９年度における委

員会活動の状況について、第Ⅱ部において平成１９年度における紛争処理の状況

について、関連する事項を含め幅広く取りまとめている。 

 

当委員会は、これまでの実績を踏まえ、今後とも委員の専門性を生かしながら、

迅速かつ円滑な紛争解決に向け、任務に取り組んでまいる所存である。 

 

    平成２０年４月○○日 

電気通信事業紛争処理委員会 



目  次 

 

はじめに 

 

第Ⅰ部 平成１９年度における委員会活動の状況      ・・・・・・ １ 

第１章 委員・特別委員の任命（三期目の活動の開始）  ・・・・・・ １ 

第２章 委員会の開催状況               ・・・・・・ ５ 

第３章 電気通信事業及び競争政策等の動向       ・・・・・・ ８ 

第４章 委員会の所掌事務の追加等           ・・・・・・１４ 

 第５章 委員会の機能強化に向けた取組         ・・・・・・１８ 

 

 

第Ⅱ部 平成１９年度における紛争処理の状況       ・・・・・・２６ 

第１章 紛争処理の概況                ・・・・・・２６ 

第２章 あっせん事件の処理状況            ・・・・・・３０ 

第３章 諮問事案の処理状況              ・・・・・・３２ 

第４章 総務大臣への勧告状況             ・・・・・・４６ 

 

おわりに 

 

【資料編】 

 

資料１ 委員会の模様                           ・・４９ 

資料２ 無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度の創設           ・・５０ 

資料３ 無線局の運用者の変更制度の創設                  ・・５４ 

資料４ 電気通信事業者に対する業務改善命令の要件の見直し         ・・５５ 

資料５ 電気通信の現状                          ・・５６ 

資料６ 電気通信紛争処理用語集                      ・・７９ 



資料７ 広報用パンフレット                        ・・９２ 

資料８ 委員会発足以来の紛争処理件数                   ・・９４ 

資料９ 電気通信事業紛争処理委員会の歩み（年表）             ・・９５ 



第Ⅰ部 平成１９年度における委員会活動の状況 
 
第１章 委員・特別委員の任命（三期目の活動の開始） 
 
１ 委員の任命 

電気通信事業紛争処理委員会は、電気通信事業に関して優れた識見を有する

者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する委員５名をもって組

織される（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１４５条及び第１４

７条）。 
委員は、平成１９年２月１４日に香城委員が退任して以降、４人となってい

たが、同年６月２０日に総務大臣により龍岡委員が委員に任命された1。 
また、平成１３年１１月３０日の委員会発足から丸６年を経過し、委員の任

期（３年）が満了したことに伴い、平成１９年１１月３０日に総務大臣より以

下の５名の委員が任命された2。５名のうち、３名の委員は新任、２名の委員

は再任であり、また、委員の専門分野は、法律、経済・会計、通信工学である。 
委員の交替を受け、平成１９年１２月４日に開催した第８５回委員会におい

て、委員の互選により龍岡委員が委員長に、坂庭委員が委員長代理に選任され、

龍岡委員長の下、委員会は新たな体制で三期目の活動を開始した。 

 
【委員】                          

氏 名 職 業 任 命 日 

龍 岡 資 晃 

（委 員 長） 
学習院大学専門職大学院

法務研究科（法科大学院）

教授 

（元福岡高等裁判所長官）

平成 19 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 19 年 6 月 20 日 

～平成 19 年 11 月 29 日） 

坂 庭 好 一 

（委員長代理） 
東京工業大学大学院理工

学研究科教授 

平成 19 年 11 月 30 日新任 

                                                 
1
 本任命は、第１６６国会において、平成１９年６月１９日に衆議院本会議の同意につ

いて、また、６月２０日に参議院本会議の同意について、それぞれ議決を得て行われた。 
2 本任命は、第１６８国会において、平成１９年１１月１３日に衆議院本会議の同意に

ついて、また、１１月１４日に参議院本会議の同意について、それぞれ議決を得て行わ

れた。 
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尾 畑   裕 
 

一橋大学大学院商学研究

科教授 
平成 19 年 11 月 30 日新任 

 

富 沢 木 実 法政大学大学院政策科学

研究科客員教授 

平成 19 年 11 月 30 日再任 

（第 1 期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 16 年 11 月 29 日） 

（第 2期：平成 16 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日） 

渕 上 玲 子 弁護士 平成 19 年 11 月 30 日新任 

 
（平成１９年１１月２９日に退任した委員） 

氏 名 職 業 退 任 日 

森 永 規 彦 

（前委員長） 

広島国際大学工学部長 平成 19 年 11 月 29 日退任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 16 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 16 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

田 中  建 二 

（前委員長代

理） 

明治大学大学院会計専門職

研究科教授 

平成 19 年 11 月 29 日退任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 16 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 16 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

 

吉 岡 睦 子 弁護士 平成 19 年 11 月 29 日退任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 16 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 16 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）
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２ 特別委員の任命 
委員会には、委員の他に、専門的な案件や多数の事案が発生した場合等に備

え、総務大臣が任命する特別委員を置き、あっせん・仲裁の手続に参与させる

ことになっている（電気通信事業紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２

号）第１条）。 
特別委員として、従来、7 名が任命されていたが、任期（２年）の満了及び

尾畑特別委員の委員就任に伴い、平成１９年１１月３０日に総務大臣より以下

の８名の特別委員が任命された。８名のうち、５名は新任、３名は再任であり、

また、特別委員の専門分野は、法律、経済・会計、通信工学である。 
なお、従来、特別委員は 7 名であったが、今回、無線通信の専門家が加わり、

８名となった。 
 
【特別委員】                        

氏 名 職 業 任 命 日 

小 野 武 美 東京経済大学経営学部教授 平成 19 年 11 月 30 日新任 

白 井   宏 中央大学理工学部教授 平成 19 年 11 月 30 日新任 

瀬 崎  薫 東京大学空間情報科学研究

センター准教授 

平成 19 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 15 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 15 年 11 月 30 日 

～平成 17 年 11 月 29 日）

（第 3期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

寺 澤 幸 裕 弁護士 平成 19 年 11 月 30 日新任 

長谷部 由起子 学習院大学専門職大学院 

法務研究科（法科大学院） 

教授 

平成 19 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 15 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 15 年 11 月 30 日 

～平成 17 年 11 月 29 日）

（第 3期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）
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樋 口 一 夫 弁護士 平成 19 年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

森   由美子 関東学園大学経済学部准教

授 

平成 19 年 11 月 30 日新任 

 

若林 亜理砂 駒澤大学大学院法曹養成研

究科准教授 

平成 19 年 11 月 30 日新任 

  
（平成１９年１１月２９日に退任した特別委員） 

氏 名 職 業 退 任 日 

浅 井 澄 子 大妻女子大学社会情報学部

准教授 

平成 19 年 11 月 29 日退任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 15 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 15 年 11 月 30 日 

～平成 17 年 11 月 29 日）

（第 3期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

 

藤 原 宏 高 弁護士 平成 19 年 11 月 29 日退任 

（第 1期：平成 13 年 11 月 30 日 

～平成 15 年 11 月 29 日）

（第 2期：平成 15 年 11 月 30 日 

～平成 17 年 11 月 29 日）

（第 3期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）

和久井 理子 大阪市立大学大学院法学研

究科准教授 
平成 19 年 11 月 29 日退任 

（第 1期：平成 17 年 11 月 30 日 

～平成 19 年 11 月 29 日）
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第２章 委員会の開催状況 
 
平成１９年度は、図表のとおり計１２回の委員会を開催した。 
なお、委員会の模様については、【資料１】のとおり。 

 
図表 委員会開催状況（平成１９年度） 

会 合 日 付 議 事 等 

第77回 平成 19 年 4 月 4 日 あっせん申請のあった事件の取扱い（平成 19

年（争）第 1号・第 2号） 

第78回 平成 19 年 4 月 20 日 ① 平成 18 年度年次報告（案）について 

② 電気通信事業の最近の動向についての意

見交換（ＭＶＮＯ等について有識者からの

説明） 

③ その他 

④ 終了事件についての報告 

第79回 平成 19 年 6 月 28 日 ① 紛争処理のための手続等に関する便覧の

改訂について 

② 電気通信事業分野における競争状況の評

価について（総合通信基盤局からの説明）

③ 新競争促進プログラム２０１０の進捗状

況について（総合通信基盤局からの説明）

④ その他 

第80回 平成 19 年 9 月 21 日 ① 電気通信事業法第３５条第３項の規定に

基づき日本通信株式会社から申請のあっ

た裁定の諮問（総合通信基盤局からの説

明） 

② 電気通信事業法第３５条第３項の規定に

基づき日本通信株式会社から申請のあっ

た裁定の審議 

③ その他 

第81回 平成 19年 10月 12日 ① 電気通信事業法第３５条第３項の規定に

基づき日本通信株式会社から申請のあっ

た裁定の審議 

② その他 
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第82回 平成 19年 10月 19日 ① 電気通信事業法第３５条第３項の規定に

基づき日本通信株式会社から申請のあっ

た裁定の審議 

② その他 

第83回 平成 19年 10月 30日 ① 電気通信事業法第３５条第３項の規定に

基づき日本通信株式会社から申請のあっ

た裁定の審議 

② その他 

第84回 平成 19年 11月 22日 ① 電気通信事業法第３５条第３項の規定に

基づき日本通信株式会社から申請のあっ

た裁定の審議（総務大臣への答申及び勧告

の決定） 

② その他 

第85回 平成 19 年 12 月 4 日 ① 増田総務大臣及び佐藤総務副大臣挨拶 

② 委員長及び委員長代理の選任 

③ 新委員長の挨拶 

④ 日本通信株式会社と株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモの電気通信設備の接続に関す

る裁定について（総合通信基盤局からの説

明） 

⑤ あっせん委員及び仲裁委員になり得る者

の指定 

⑥ 委員会の活動について（電気通信事業紛争

処理委員会の活動について６年間の実績

と今後の取組み） 

⑦ その他 

第86回 平成 20 年 2 月 1 日 ① 施設見学（電波干渉対策基地局、ＮＧＮ関

係施設等） 

② その他 
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第87回 平成 20 年 2 月 25 日 ① 無線局の開設等及び無線局の運用の特例

に係るあっせん・仲裁制度の導入について

（総合通信基盤局からの説明） 

② 電気通信事業分野における最近の競争政

策について（総合通信基盤局からの説明）

③ 委員会の認知度・利便性の向上に向けた取

組の状況 

④ 電波干渉調整の実務について（電気通信事

業者からの説明） 

⑤ その他 

第88回 平成 20 年 3 月 18 日 ① 無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度

の創設に伴う電気通信事業紛争処理委員

会運営規程の一部を改正する決定（案）及

び「無線局紛争処理マニュアル」（案）の

作成について 

② 平成１９年度年次報告（案）の審議 

③ 東京弁護士会におけるあっせん・仲裁活動

について（渕上委員からの説明） 

④ その他 
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第３章 電気通信事業及び競争政策等の動向 
 

   委員会は、委員会を取り巻く環境の変化に適切に対応していかなればならな

い。ここでは、平成１９年度における電気通信事業、競争政策及び情報通信分

野等における他の紛争処理の検討状況について、概観する。 

  

１ 電気通信事業の動向 
平成１９年度においても、次のとおりＩＰ化、ブロードバンド化、モバイ

ル化の傾向がさらに進展した。 

(1) ＩＰ化の進展 
平成１９年１１月時点で我が国のブロードバンド契約者のトラヒック総

量（試算）は、平均で約８００Ｇｂｐｓであり、過去３年間で約２．５倍

に増加した。また、平成１９年１２月末にＩＰ電話の利用番号数が 

１，６７７万となり、対前年同期比で２１．９％増加している。平成２０

年３月に、ＮＴＴ東西が次世代ネットワーク（ＮＧＮ）の運用を開始した

（Ｐ）。 

(2) ブロードバンド化の進展 
ブロードバンドサービスの加入者は、平成１９年９月末で２，７７６万

に達した。特にＦＴＴＨアクセスサービスの加入者は１，０５２万となり、

１，０００万を超えた。他方、加入電話及びＩＳＤＮの加入者は、平成   

１９年１２月末で５，２４０万であり、対前年同期比で６．５％減少した。 

(3) モバイル化の進展 

携帯電話の加入者は、平成２０年１月末で１億８６万であり、１億を超

えた。ただし、加入者の増加率は低下傾向にある。また、平成１９年３月

に移動データ通信サービス開始したイーモバイルが事業を拡大するととも

に、ＭＶＮＯの参入が進んだ。 

■ 2006(H18)年9月19日 「新競争促進プログラム２０１０」公表
■ 2007(H19)年10月23日 プログラムの改訂とプログレスレポートの公表

1997年（H9）～ 2004年（H16）～

競争環境の変化に対応した競争ルールの検討

従来の電話網

交換
機

交換
機

交換機を用いるため、通話中は回線を占有

距離・時間に比例してコストが上昇

宛先Ｃ2

宛先Ｃ3

③

②

①
宛先Ｃ2

①

②

③

宛先Ｃ1

Ａ

Ｃ
Ｂ

Ｄ

ルータ

ＩＰ網

ルータ

ルータ

宛先Ｃ1

宛先Ｃ3

特定の回線を占有せず様々な通信が可能

低廉・効率的な通信

ＩＰ網

①ＩＰ化（ネットワー
ク

構造の変化）

②ブロードバンド化 ③モバイル化

携帯電話加入数：約1億86万加入(H20.1現在)
※ 我が国の人口：約１億2,777万人（H17国勢調査））

ブロードバンド加入者：約2,776万加入(H19.9末現在)

ネットワーク構造の変化

【出典：総務省作成資料を修正】  
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 ２ 競争政策の動向 
 

総務省における電気通信事業の競争政策は、２０１０年代初頭までに実施

する公正競争ルールの整備等のためのロードマップとして平成１８年９月

に策定された「新競争促進プログラム２０１０」に基づき展開されている3。

平成１９年１０月には、この１年間の進捗状況をプログレスレポートとして

取りまとめるとともに、急速な市場環境の変化に的確に対応するために、プ

ログラムの改定が行われた。 

 ここでは、平成１９年度における総務省の取組のうち、委員会に特に関係

の深いものを概観する。

新競争促進プログラム２０１０の改定

本プログラムのフォローアップ・改定（毎年１回）

✔進捗状況（プログレスレポート）を取りまとめ、情報通信審議会に報告・公表。
✔併せて、市場構造の変化が急速に進展すると見込まれることから、プログラムの見直し（リボルビング）を実施。

ブロードバンド市場全体の競争ルールの包括的見直しのためのロードマップ（２０１０年代初頭までに実施）

新競争促進プログラム
（０６年９月１９日）

１．設備競争の促進

２．指定電気通信設備制度（ドミナント規制）の見直し

３．ＮＴＴ東西の接続料の算定方法の見直し

４．移動通信市場における競争促進

５．料金政策の見直し

６．ユニバーサルサービス制度の見直し

７．ネットワークの中立性の在り方に関する検討

８．紛争処理機能の強化

９．市場退出ルールの見直し

10．競争ルールの一層の透明性の確保等

各事業者が自らネットワーク設備を敷設するための環境整備の推進

市場支配力を有する事業者への非対称規制の整備による公正競争環境の整備

他事業者に不可欠なＮＴＴ東西の地域網の接続料の算定方式の見直し

移動通信市場への新規参入の促進等を通じたモバイルビジネスの活性化

料金体系の複雑化、市場実勢の変化等を踏まえたプライスキャップ規制等の見直し

ブロードバンド時代に対応したユニバーサルサービス制度の見直し

ネットワークのＩＰ化に対応した政策課題の整理及び採るべき政策の方向性の検討

事後規制型行政への移行、市場のブロードバンド化に伴う紛争処理機能の在り方の再検討

事業者の市場退出等に対応し得る制度（債権保全制度）の整備

テレコム競争政策ポータルサイトの開設等、プログラムの進捗状況等に関する随時の情報提供

各施策の検討結果を踏まえ、具体的なルール整備等を実施。

プログレスレポート（第一次）及び新競争促進プログラム（改定）の公表
（０７年１０月２３日）       

  
【出典：第 87 回（20.2.25）電気通信事業紛争処理委員会資料】 

  (1) 設備競争の促進 

   ① 広帯域移動無線アクセスシステムの事業者の決定 
アクセス網の多様化を推進するため、２．５ＧＨｚ帯の広帯域無線ア

クセスシステム（ＢＷＡ: Broadband Wireless Access）に関し、平成１

９年１２月に全国バンドの周波数を利用する事業者が、ワイヤレスブロ

                                                 
3 なお、ＮＴＴの組織問題については、市場の競争状況の評価等に係るレビューを毎年

実施するとともに、平成２２年（２０１０年）の時点で検討を行い、その後速やかに結

論を得ることとなっている。 
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ードバンド企画㈱4及び㈱ウィルコムの２社に決定された。また、固定系

地域バンドの周波数を利用する事業者について、平成２０年３月に免許

申請の受付が開始された。 

 

②「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改正 
       平成１９年４月に「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラ

イン」が改正され、定型的かつ反復して行われる光引込線等に係る設備

の使用の申込みを受けた場合の手続の簡素化・効率化等が行われた。 

  

(2) 指定電気通信設備制度（ドミナント規制）の見直し 

   ① 競争セーフガード制度の開始 
平成１９年４月に指定電気通信設備の範囲やＮＴＴグループに係る累

次の公正競争要件の有効性について定期的に検証するための「競争セー

フガード制度の運用に関するガイドライン」が策定された。平成２０年

２月にはガイドラインを踏まえた検証結果が発表され、ＮＴＴ東西に対

して接続の業務に関して入手した情報の目的外利用の防止等の周知・徹

底などの要請が行われた。 

 

② 指定電気通信設備制度の包括的な見直し 
平成１９年９月に「ネットワークの中立性に関する懇談会」報告書が

公表され、平成２０年中を目途に指定電気通信設備制度の見直しについ

て具体的な結論を得て、平成２２年度までに運用を開始することとされ

た。この中で、ドミナント事業者を起点として、これと資本関係を有す

る事業者との連携等による市場支配力の濫用を防止する包括的な枠組み

が再構築される予定である。 

 

③ ＦＭＣサービスにおける公正競争条件の確保 
平成１９年７月に「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイ

ドライン」が改正され、ＦＭＣサービスについて、ＮＴＴ東西及びＮＴ

Ｔドコモが原則として別個に設備等を構築して業務を営むことや、両者

が排他的な共同営業を行わないことを活用業務認可の際の要件とするこ

とが明確化された。 

 

                                                 
4 平成２０年３月にＵＱコミュニケーションズ（株）に社名を変更した。 
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④ ＮＴＴ東西の次世代ネットワーク(ＮＧＮ)に係る接続ルールの整備 
平成２０年３月にＮＴＴ東西が次世代ネットワークを用いたサービス

を開始する予定であるところ、平成１９年１０月から情報通信審議会に

おいて、次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方として、第一種

指定電気通信設備の指定範囲、アンバンドルの対象、分岐端末回線単位

の加入ダークファイバ接続料の設定等について審議されている（Ｐ）。 
 

⑤ その他の接続ルールの整備 
平成１９年７月に第一種指定電気通信設備に係る接続料の水準が不当

でないことを検証する方法を定める「接続料と利用者料金との関係の検

証（スタックテスト）の運用に関するガイドライン」が公表された。ま

た、ＮＴＴ東西による接続事業者の屋内配線工事について、当面、事業

者間の協議に委ねるとともに、平成１９年度末を目途に本件に係るルー

ル化の是非を改めて検討することとされている。 

 

(3) ＮＴＴ東西の接続料の算定ルールの見直し 

   ① 固定電話の接続料の算定方法の見直し 
平成２０年度～２２年度の接続料について、ＮＴＳコストを５年間で

段階的に基本料費用に付け替えるという原則を維持しつつ、き線点ＲＴ

－ＧＣ間伝送路に係る費用を段階的に接続料原価に算入することとされ

た。 

 

② 光ファイバに係る接続料の算定方法の見直し 

平成２０年度以降の光ファイバに係る接続料の算定について、平成  

２０年１月から、情報通信審議会において算定方式の在り方、稼働芯線

数の検証、設備投資コストに係る先行投資分コストの精査、光ファイバ

の耐用年数の検証、競争事業者に起因する設備投資リスクへの対応など

の検討が行われている（Ｐ）。 

 

(4) 移動通信市場における競争促進 

平成１９年９月に、モバイルビジネスを活性化するため、①通信料金と

端末価格の分離プランの導入、販売奨励金に係る会計整理の明確化などの

販売モデルの見直し、②ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再改定やＭＮＯの

卸電気通信役務に関する標準プランの策定などのＭＶＮＯの新規参入の

促進など、包括的な施策を内容とする「モバイルビジネス活性化プラン」

が公表された。平成２０年３月に「モバイルビジネス活性化プラン評価会
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議」が開催され、今後、同プランの進捗状況の検討や今後の政策展開の方

向性についての検討等が行われる。 

 

(5) 紛争処理機能の強化 

平成１９年１２月に「電気通信事業分野における意見申出制度の運用に

係るガイドライン」が策定され、意見申出制度（電気通信事業法第１７２

条）について、申出者の秘密保護に合理的な根拠があると認められる場合

には、当該申出者を特定できる情報を開示しない仕組みが導入された。 

 

(6) その他 

平成１８年１２月に策定された「電気通信事業分野における事業者間接

続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」を受け、平成１９年５月、

にＮＴＴ東西が定めた当該債権保全措置等に係る接続約款の変更が認可

された。当該認可に際しては、ＮＴＴ東西の債権保全措置の運用が適正に

行われるよう、運用開始後２年間、定期的（四半期ごと）にＮＴＴ東西か

ら総務省が報告を受け、その検証を行い、必要な場合には適切な措置を講

じること等の条件が付された。 

 
３ 情報通信分野等における他の紛争処理の検討状況 

 
(1) 電気通信事業者とコンテンツプロバイダ等との間の紛争への対応5 

総務省は、平成１８年１１月から「ネットワークの中立性に関する懇談

会」を開催して、ネットワークのコスト負担の公平性及びネットワークの

利用性の公平性を軸にネットワークの中立性について検討を行い、平成１

９年９月に報告書を公表した。 

   同報告書においては、電気通信事業者とコンテンツプロバイダ等の上位

レイヤーの事業者との間の紛争に関し、現行制度上は事業者間において解

決されることが基本であるが、事案が今後増加することが想定されること

及び各事案を個別に解決に導くことによってインターネットの供給能力

の有効活用が図られることが期待されることにかんがみ、電気通信事業紛

争処理委員会を活用した紛争処理手続の拡充の是非も含め、裁判外紛争処

理制度（ＡＤＲ：Alternative Dispute Resolution ）の活用について検

                                                 
5 なお、欧州委員会が２００７年１１月１３日に公表した電子通信分野の規制に関する

指令見直し案では、放送事業者を含むコンテンツ・プロバイダーと電気通信事業者との

間の紛争について、これが枠組み指令（Directibe 2002/21/EC）第２０条の規定による紛

争処理の対象となることを明確化するため、同条の規定を改正することを提案している。 
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討することが望ましいとしている。また、行政当局においては平成１９年

度中を目途にこうした仕組みについて関係事業者等の意見等を踏まえつ

つ検討を行い、速やかに措置することが適当であるとしている。 

    

(2) 有線放送による放送の再送信に係る紛争への対応 

総務省は、平成１９年１０月から「有線放送による放送の再送信に関す

る研究会」を開催して、有線放送による放送の再送信の現状の把握、課題

の整理、今後の方策について検討を行い、同年１２月にその中間取りまと

め（案）を公表した。 
中間取りまとめ（案）においては、有線放送による放送の再送信に係る

紛争に関し、総務大臣による裁定の制度に加え、新たな紛争解決の手段と

して、当事者間の自主性に配慮したあっせん及び当事者双方の合意に基づ

き申請される仲裁の制度を設けることも有意義であると考えられるとし

た上で、紛争処理のスキームの在り方について今後中期的に検討されるこ

とが適当であるとしている。 

あっせん等の制度を設ける場合におけるあっせん等の主体については、

情報通信分野について表現の自由の問題等慎重に対処すべき点も多々含

まれていること及び放送事業者の利益と受信者の利益との調整が複雑に

なることにかんがみ、これを放送制度や紛争解決に関する高い専門性を備

えた専門組織に委ねることが必要であるとしている。また、あっせん等の

主体をそのような専門組織に委ねる際には、例えば、電気通信事業につい

て電気通信事業紛争処理委員会が担当していることを参考に、同様の機関

を設けることや同委員会に新たな業務を担わせることも一つの方法と考

えられ、この場合には、あっせん等を行う機関に裁定の諮問をすることが

あっせん等に当たって整理した事実関係等を有効に活用する等の観点か

ら適当であるとしている。 

このほか、あっせん等の制度を設ける場合には、これらが機能するため

の条件整備（誠実対応義務等）について検討すべきであるとしている。 
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第４章 委員会の所掌事務の追加等 
 

平成１９年１２月２１日に放送法等の一部を改正する法律により電波法及

び電気通信事業法の一部が改正されたことに伴い、次のとおり、当委員会の所

掌事務が追加等され、平成２０年４月１日に施行された（Ｐ）。 
 
１ 無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度の創設【資料２】 

近年、ワイヤレスブロードバンド技術の進展等に伴い、多種多様な無線シ

ステムが実用化され、周波数の逼迫が進行している。 

このような中で、無線局の開設又は無線局の周波数等の変更に当たっては、

既存の無線局との混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する

契約（混信等防止契約）の締結についての当事者間の協議が円滑に行われる

ことが重要になる。この協議は、従来は当事者間において行われていたが、

なかには１年ないし２年半という長期間にわたる事例も見受けられた。 

そこで、この協議が円滑に進むようにするため、電波法の一部改正により、

当委員会によるあっせん及び仲裁の制度が創設された（電波法第２７条の３

５）。これと同時に、電気通信事業法の一部も改正され、当委員会の権限に

関する規定及び委員の資格に関する規定が改められた（同法第１４４条第２

項、第１４７条第１項）。 
      なお、本あっせん・仲裁制度の創設に伴い、無線局運用規則（昭和２５年

電波監理委員会規則第１７号）の一部が改正され、無線局の免許人等（電波

法第１４条第２項第２号の免許人又は同法第２７条の２３第１項の登録人）

にあっては、混信等防止契約の締結について協議の申入れがあったときは、

電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うととも

に、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならないことが定めら

れた（同令第４条の２）。 

 
   (1) 対象となる無線局 

    あっせん・仲裁制度の対象となる無線局は、次の①から⑦までのいずれ

かに該当する業務を行うことを目的とする無線局である（電波法施行規則

（昭和２５年電波監理委員会規則第１４号）第２０条の２）。 

      ① 電気通信業務 

      ② 放送の業務 

   ③ 人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務 

   ④ 電気事業に係る電気の供給の業務 

   ⑤ 鉄道事業に係る列車の運行の業務 
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   ⑥ ガス事業に係るガスの供給の業務 

   ⑦ ＭＣＡを使用する業務 

 

(2) 申請の要件 

   ア あっせんの申請の要件 

あっせんは、免許等（免許又は電波法第２７条の１８第１項の登録を

いう。）を受けて無線局を開設し、又は免許等を受けた無線局に関し次

の①から⑪までのいずれかに該当する事項を変更しようとする者が、当

該無線局の開設又は当該事項の変更により混信その他の妨害を与える

おそれがある他の無線局の免許人等に対し、混信等防止契約の締結につ

いて協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等がそ

の協議に応じず、又は協議が調わないときに申請することができる（電

波法第２７条の３５第１項、電波法施行規則第２０条の３）。 

       ① 通信の相手方 

    ② 通信事項 

    ③ 無線設備の設置場所 

    ④ 無線設備 

    ⑤ 放送事項 

    ⑥ 放送区域 

    ⑦ 識別信号 

    ⑧ 電波の型式 

    ⑨ 周波数 

    ⑩ 空中線電力 

    ⑪ 運用許容時間 

 

   イ 仲裁の申請の要件 

     仲裁は、混信等防止契約の締結について協議が調わないときに申請す

ることができる（電波法第２７条の３５第３項、電波法施行規則第２０

条の３）。 

 

(3) 手続 

無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度の手続は、電気通信事業者間

の紛争に係るあっせん・仲裁制度の手続に準じたものとなっている（電波

法第２７条の３５第２項、第４項及び第５項等）。 
 

(4) 委員会運営規程の改正及びマニュアルの作成 
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   委員会では、無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度の創設に対応す

るため、平成２０年３月１８日の第８８回委員会において、電気通信事業

紛争処理委員会運営規程の改正を決定し、関係規定の整備を行うとともに、

「無線局紛争処理マニュアル」について審議を行った。 
 

２ 無線局の運用者の変更制度の創設に伴うあっせん・仲裁の対象の追加【資

料３】 

改正前の電波法では、無線局の運用は免許人等自身が行い、これ以外の者

は無線局を運用することができなかった。しかしながら、近年、電波利用の

拡大・浸透とともに、無線通信の利用が一般化し、免許等を受けずに簡易な

手続で無線局を利用したいというニーズが顕在化してきた。そこで、電波法

が改正され、免許人等以外の者による無線局の運用のための制度が創設され

た（同法第５章第４節）。このことにより、ＰＨＳ用の小型基地局の再販事

業者等による運用等が可能となった。 
   この改正に伴い、電気通信事業者間の無線局の運用者の変更に関する契約

に係る紛争が、当委員会によるあっせん及び仲裁の対象に加えられた（電気

通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号）第５４条の２第４号）。 

 

３ 電気通信事業者に対する業務改善命令の要件の見直しに伴う総務大臣か

ら諮問される事例の拡大【資料４】 

改正前の電気通信事業法第２９条第１項第９号においては、総務大臣が、

「電気通信事業者の業務の方法が適切でないため、利用者の利益を阻害して

いるとき」に該当すると認める場合に業務改善命令を発動することができる

ことが定められていた。利用者の利益が現に阻害されていることが同号の規

定による業務改善命令の要件となっていたため、電気通信事業者の事業の運

営が適正かつ合理的でなく、同法の目的として第１条に掲げる「電気通信の

健全な発達」及び「国民の利便の確保」に支障が生ずるおそれがある場合と

いえども、利用者の利益が現に阻害されるまでは、同号の規定による業務改

善命令を発動することができなかった。 

そこで、電気通信事業法が改正され、総務大臣が、「電気通信事業者の事

業の運営が適正かつ合理的でないため」、電気通信役務が安定的かつ継続的

に提供されなくなるおそれがあるなど「電気通信の健全な発達又は国民の利

便が確保に支障が生ずるおそれがある」ときに該当すると認める場合には、

利用者の利益が現に阻害されていなくても業務改善命令を発動することが

できるようになった（同法第２９条第１項第１２号）。例えば、詐欺的な手

法等によって不適正な資金調達を行っている電気通信事業者、虚偽のネット
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ワーク構成等を周知させることにより利用者を集めている電気通信事業者

等に対し、利用者の利益が現に阻害されていない段階においても業務改善命

令を発動することができるようになった。 

   業務改善命令を発動するに当たっては、当委員会への諮問が必要とされて

おり（電気通信事業法第１６０条）、本改正に伴い、総務大臣から諮問され

る事例が拡大された。 
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第５章 委員会の機能強化に向けた取組 
 
１ 委員会が果たしている役割 

  委員会は、平成１３年１１月３０日に発足以来、６年以上経過しているが、

この間委員会が果たしてきた役割として、次の４点をあげることができる。 

 

  第一に、専門性を活かして、迅速に紛争を解決してきた。 

委員会では、法律、経済・会計、通信工学の分野で専門的知見を有する委

員及び特別委員が紛争処理にあたることで、これまで４８件のあっせん事案

と３件の仲裁事案を扱い、平均約１ヶ月半で処理してきた。このうち、あっ

せん事案については約６割の事案を解決している。 

  総務大臣による裁定等の行政手続や裁判所による司法手続による場合に

比べ、費用・時間面で当事者の負担は軽減され、また、紛争解決により早期

にサービスは開始されており、利用者利便の向上も実現している。 

 

  第二に、紛争の発生前に紛争を未然に防止してきた。 

委員会事務局では、平成１６年１２月に「電気通信事業紛争処理相談窓口」

（平成１８年６月に『「電気通信事業者」相談窓口』に改称）を開設して以

降、電気通信事業者からの多くの相談に対して適切にアドバイスを実施して

きた。当窓口においてアドバイスすることにより、本格的に紛争化する前段

階で解決したケースもある。 

また、委員会のウェブサイトや紛争処理マニュアルにおいて、過去の紛争

処理情報を積極的に公開しており、これを紛争処理の前例として電気通信事

業者が参照することにより、類似の紛争の発生を未然に防止している。 

   
第三に、新規参入事業者等にとって、セイフティネットの機能を果たして

きた。 

電気通信事業者間における電気通信設備の接続に関する協議を行うに当

たっては、加入者へのアクセス回線を持つ電気通信事業者などの方が優位な

立場にあり、対等な立場で協議が行えない場合もありうる。しかし、万一、

紛争化した場合であっても委員会という公正中立な第三者機関の場で、事業

規模にかかわらず、自己の考え方を対等に主張できる機会が保障されている

ことで、事業者は安心感を持って事業を展開することが可能になっている。 

  

 第四に、総務大臣への「勧告」を通じ、競争ルールの改善を促してきた。 

委員会では、これまで３件の勧告を総務大臣に行っている。平成１４年２
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月に行ったコロケーションのルール改善に向けた勧告によって、ＮＴＴ東西

の接続約款の改正が行われ、ブロードバンドサービスの競争促進に貢献した。

また、平成１４年１１月に行った接続における適正な料金設定が行い得る仕

組みの整備の勧告によって、総務省は「固定電話発携帯電話着の料金設定に

関する方針」を策定しており、固定電話発携帯電話着の料金の低廉化にもつ

ながった。 
平成１９年１１月には接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯと

の間の円滑な協議に資する措置を勧告したが、現在、大臣部局において、「Ｍ

ＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」

の見直しなどが検討されている（第Ⅱ部第４章、Ｐ４６参照）。 

 

 

委員会委員会が果たしている役割が果たしている役割

１ 専門性を活かした迅速な紛争解決

紛争解決に要する時間：2週間～8か月（平均約1か月半）
→費用・時間面での当事者の負担軽減、早期サービス開始による利用者利便向上

２ 紛争の未然防止

・「電気通信事業者」相談窓口を設けて、本格的に紛争化する前段階においても
当事者からの相談に対応（→この段階で解決するケースもある）

・過去の紛争処理事案に関する情報を積極的に公開（ウェブサイト、紛争処理
マニュアル）。委員会の紛争処理の前例を事業者が参照することにより、類似
の紛争の発生を未然に防止

３ セイフティネット機能

・電気通信事業者は他事業者との協議にあたり、万一、紛争化した場合であっても、
委員会という公正中立な第三者機関の場で自己の考え方を主張できる機会が保障
されていることで、事業展開に際して安心感を持つことができる。

４ 総務大臣への「勧告」を通じた、競争ルールの改善

・ブロードバンドサービスの競争促進、固定発携帯電話料金の低廉化などに一定の貢献

【参考】 総合規制改革会議 14年度中間とりまとめ（平成14年７月23日）
第3章 1. (3) 2)専門的機関の整備
1. 電気通信事業分野では、平成13年に電気通信事業紛争処理委員会が設置され、専門性及び中

立性が確保された体制の下で、迅速な対応がされている。

 
 
２ 委員会の機能強化に向けた取組 

電気通信市場は、インターネットやモバイルなどの急速な技術革新と競争

の進展により、急速に変化しており（第３章、Ｐ８参照）、これに伴い電気

通信事業者間の紛争もこれまでとは異なる形態のものが発生すると想定さ

れる。例えば、ＩＰ化の進展による紛争として、新世代ネットワーク（ＮＧ

Ｎ）における接続に関する紛争や新規事業者の参入による紛争として、ＭＶ

ＮＯとＭＮＯ間の接続に関する紛争などが発生することが予想される。 
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これらの新たな紛争に適切に対応していくため、これまで以上に委員会の

機能強化を図っていく必要がある。委員会では、平成１８年９月に、委員会

の当面の活動として、情報収集等の強化、委員会利用の利便性の向上、情報

発信の強化、制度整備への対応に取り組むことを決定し、以降逐次実施に移

してきた。 

平成１９年１２月４日に新体制の下、開催された第８５回委員会において

は、当面の活動予定を一部見直し、次の４項目に重点的に取り組んでいく旨、

事務局より報告が行われ、了承された。 

(1) 紛争処理に関係する情報収集等の強化 

(2) 委員会の認知度・利便性の向上 

(3) 委員会の知見の情報発信の強化（競争ルールへのフィードバック） 

(4) 紛争処理機能の強化・制度整備への対応 

各項目について、平成１９年度に次のとおり、取組を行った。 

 

委員会の今後の取組委員会の今後の取組

【委員会の機能強化に向けた当面の活動予定】

(1) 紛争処理に関係する情報収集等の強化

⇒情報通信の専門家等との意見交換、施設見学、諸外国の調査、基礎資料の整備

(2) 委員会の認知度・利便性の向上

⇒ウェブサイトの刷新、パンフレットの制作・配布

電気通信事業者等へのアンケート・ヒアリングの実施

事業者団体等への周知活動、地方における紛争処理の相談会の開催

(3) 委員会の知見の情報発信の強化（競争ルールへのフィードバック）

⇒適切に「勧告」を実施、年次報告書の充実

(4) 紛争処理機能の強化・制度整備への対応

⇒総務省関係部局等と意見交換

【今後想定される紛争事例】「電気通信事業における紛争処理等の将来像」（平成18年10月3日発表）

(1)ＩＰ化の進展による紛争
例）次世代ネットワーク（ＮＧＮ）における接続に関する紛争

(2) 新規事業者の参入等による紛争
例）ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接続に関する紛争

(3) アクセス網の高度化等による紛争
例）光引込線の敷設のための電柱等の利用手続の公平性に関する紛争

(1) 紛争処理に関係する情報収集等の強化 

① 委員会における有識者及び政策担当者からのヒアリング 

・ 平成１９年４月２０日 第７８回委員会 

  情報流通ビジネス研究所所長飯塚周一氏から移動通信市場の環境変
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化と今後の展望について、ＭＶＮＯの実態を中心に説明を受け、意見交

換を行った。 

   ・ 平成１９年６月２８日 第７９回委員会 

総合通信基盤局から、ア）電気通信事業分野における競争状況の評価

及びイ）新競争促進プログラム２０１０の進捗状況について、説明を受

け、意見交換を行った。 

・ 平成２０年２月２５日 第８７回委員会 

  総合通信基盤局から、ア）無線局の開設等及び無線局の運用の特例に

係るあっせん・仲裁制度の導入及びイ）ＭＶＮＯを含むモバイルビジネ

ス活性化等の電気通信事業分野における最近の競争政策について説明

を受け、意見交換を行った。また、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

から電波干渉調整の実務について、具体的な事業者間調整内容等の説明

を受け、その後意見交換を行った。 

・ 平成２０年３月１８日 第８８回委員会 

  渕上玲子委員から、東京弁護士会におけるあっせん・仲裁活動につい

て、説明を受け、意見交換を行った。 

② 委員会における視察  

・ 平成２０年２月１日 第８６回委員会 

株式会社ウィルコムの電波干渉対策済みＰＨＳ基地局及び東日本電

信電話株式会社の次世代ネットワーク（ＮＧＮ）フィールドトライアル

の現場視察を行った。 

③ 基礎資料の整備 

  今後の紛争処理に役立つ基礎資料として、「電気通信の現状」【資料４】、

「紛争処理用語集」【資料５】をとりまとめた。これらは、委員会のウェ

ブサイトにおいて公開する予定である。 

 

(2) 委員会の認知度・利便性の向上 

 ① 電気通信事業紛争処理マニュアルの改訂及び配布 

従前のマニュアルに最近のあっせん事例の追加や関係資料の現行化等

を行うため、平成１９年８月に「電気通信事業紛争処理マニュアル－紛争

処理の制度と実務－【第７版】」を作成し、電気通信事業者等に配布した。 
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② 委員会パンフレットの作成及び配布 

委員会の利用者である電気通信事業者に委員会の紛争処理活動を認

知・再認識してもらい、委員会の利用を促すため、平成２０年２月に簡単

な紛争解決事例、Ｑ＆Ａなどを盛り込んだ広報用パンフレットを作成し、

電気通信事業者、総合通信局等に配布をした【資料７】。 
 

③ 委員会ウェブサイトの刷新の準備 

平成２０年４月に当委員会ウェブサイトを刷新するため、電気通信事業

者に委員会の利用を促す内容を充実するとともに、情報の探しやすさやサ

イトの使いやすさの改善、基礎資料の追加等を行うなどの準備を行った。 

 

④ 電気通信事業者へのヒアリング実施 

  電気通信事業者間の紛争の所在に関する情報収集等のため、平成１９年

１２月から平成２０年１月にかけて、電気通信事業者８社に対し、ヒアリ

ングを実施した。その結果、接続料の体系や水準、ＮＧＮへの接続条件、

コロケーションや電柱利用の円滑な手続などについて紛争の可能性があ

ることが確認された。 

 

⑤ 電気通信事業者へのアンケート実施 

平成２０年１月～２月に、当委員会の認知度等を調査するため、各種事

業者団体を通じて、電気通信事業者に対し、アンケートを実施した（有効

回答１０８社）。 
    約７割の事業者が当委員会を、また約６割の事業者が「電気通信事業者」

相談窓口を認知していた。また、約１５％の事業者が、協議が難航中の事

案を抱えており、そのうち、約４割の事業者が当委員会のあっせん等の申

請を検討している。なお、協議が難航中の事案を抱えながら、あっせん等

の申請を行わないとした理由は、協議の相手方との関係の悪化を懸念した

ためとの回答が多かった。 

 
⑥ 地方における業務説明・相談の実施 

    平成２０年２月１５日に（社）日本インターネットプロバイダー協会が

長野市で開催した「地域ＩＳＰの集い」に事務局職員を派遣して、当委員

会の周知・広報、過去に処理した事案の紹介及び事業者からの相談への対

応等を行った。 
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 図表 電気通信事業者へのアンケート結果 
問１．委員会を知っていますか   問２．問１で Yes と回答した場合、あっせ

ん・仲裁制度を知っていますか 

 

No No 

Yes Yes 

問３．「電気通信事業者」相談窓口を知っていますか。 

 

Yes 

No 

問４．協議難航中の事案はありますか 問５．問４で Yes と回答した場合、あっ 
せん等の申請を行う考えはありますか。 

 

未回答 Yes 
未回答 

検討中 

No No 
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⑦ 事業者団体との意見交換 
    平成２０年２月２５日、５事業者団体（（社）電気通信事業者協会、（社）

テレコムサービス協会、（社）日本ケーブルテレビ連盟、（社）日本インタ

ーネットプロバイダー協会及び（社）電波産業会）との間で「第２回 事

業者団体等と電気通信事業者紛争処理委員会事務局との懇談会」を開催し、

電気通信分野の紛争処理について意見交換を行った。 

懇談会では、今後、ＮＧＮ、ＦＭＣ、ＭＶＮＯ関係の紛争が予想される

との説明や委員会の機能拡充の要望などがあった。 

 

  ⑧ 総合通信局等との関係強化 

地方の電気通信事業者に接する機会の多い総合通信局等に対し、平成２

０年２月、事務局長名にて委員会の周知、事業者への働きかけ等への協力

を依頼する文書を発出した。 

 
(3)  委員会の知見の情報発信の強化（競争ルールへのフィードバック） 

    平成１９年１１月２２日 接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭ

ＮＯとの間の円滑な協議に資する措置について、総務大臣に勧告を行った

(第Ⅱ部第４章、Ｐ４６参照)。  

 
(4) 紛争処理機能の強化・制度整備への対応 

  ①  無線局の開設等に係る新たなあっせん・仲裁制度の導入への準備 

平成２０年４月１日より、当委員会による無線局の開設等に係る新たな

あっせん・仲裁制度が導入されることから、平成２０年２月１日の第８６

回委員会において、電波干渉対策基地局の見学を、また同年２月２５日の

第８７回委員会において、総合通信基盤局及び電気通信事業者からのヒア

リングを行った。また、同年３月１８日の第８８回委員会において、電気

通信事業紛争処理委員会運営規程の改正、「無線局紛争処理マニュアル」

の審議を行った。 

  ② 新競争促進プログラム２０１０における紛争処理機能の強化 

 新競争促進プログラム２０１０においては、「電気通信事業者とコンテ

ンツプロバイダ等の上位レイヤーの事業者等との間の紛争事案を紛争処

理機能の中で取り扱えるようにするほか、土地等（電柱・管路などを含む）

の使用に係る紛争事案について、現行の裁定に加えて、あっせん・仲裁を

可能とする仕組みとする等、紛争処理機能の取扱範囲の拡充についても、
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可能な限り速やかに所要の制度整備を行う」とされている。これに関連し

て、平成１９年６月２８日の第７９回委員会及び平成２０年２月２５日の

第８８回委員会において総合通信基盤局より説明を受けるとともに意見

交換を行った。 

  ③ その他 

無線局の開設等に係るあっせん・仲裁制度の導入やＮＧＮなどに関する

新たな紛争処理への対応、委員会の認知度・利便性向上に向けた活動の強

化など、委員会の事務局機能を強化するため、平成２０年２月に調査専門

官１名を増配置した。 
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第Ⅱ部 平成１９年度における紛争処理の状況 

 
第１章 紛争処理の概況 
 
当委員会は、次の３つの機能を有している。 

① 電気通信事業者間の紛争を解決するためのあっせん・仲裁 
② 総務大臣が行う行政処分についての諮問に対する審議・答申 
③ その権限に属された事項に関し、必要なルール整備等について総務大臣に対

して勧告 
 また、事務局に「電気通信事業者」相談窓口を設け、接続その他電気通信事業

者間のトラブル等に関する問合せ・相談等に対応している。 
 平成１９年度に行ったこれらの紛争処理の状況は、次のとおりである。 
 なお、委員会発足以来の紛争処理件数については、【資料７】のとおり。 
 

１ 平成１９年度における紛争処理件数及び事件の概要・経過概況 
 
 当委員会が平成１９年度に行った紛争処理は、あっせんを実行しないものと

した事件が２件、総務大臣から諮問を受け答申を行った事件が１件、総務大臣

への勧告が１件であった。また、あっせんについては２週間、諮問に対しては

２か月の期間で処理を終了している。 

 

図表１ 電気通信事業紛争処理委員会による紛争処理件数（平成１９年度） 
 

あっせん申請 処理終了 処 理 中 

０ ２6
 ０

 （あっせん不実行 ２）

（あっせん打切  ０）

（解決      ０）

 

 
仲裁申請 処理終了 処 理 中 

０ ０
（仲裁判断    ０）

０

 
諮 問 答 申 審 議 中 

１ １ ０
 

勧 告  

１  

 

                                                 
6 平成１８年度に申請があった事件である（平成 19 年 3 月 23 日付け申請）。 
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図表２ 事件の概要及び経過概況 

 ① あっせん・仲裁事案 

番号 事 件 

（申請日） 

申 請 内 容 終了事由 

（終了日）

１ 平成１９年

(争)第 1 号 

（19.3.23） 

 Ａ社によるＢ社との回線切替工事等に

関する接続協定の細目等 

（あっせん申請） 

不実行 

（19.4.5）

２ 平成１９年

(争)第 2 号 

（19.3.23） 

 Ａ社によるＣ社との回線切替工事等に

関する接続協定の細目等 

（あっせん申請） 

不実行 

（19.4.5）

 

 ② 諮問事案 

番号 事 案 概   要   等 

１ 平成１９年７月９日 

裁定申請 

（諮問：９月２１日、 

答申：１１月２２日）

 日本通信㈱による㈱ＮＴＴドコモに対す

る接続に関する裁定（ＭＶＮＯとＭＮＯ間の

接続協定に係る裁定） 

 

 ③ 勧告事案 

番号 発 出 日 概   要   等 

１ 
平成１９年１１月２２日

（平成１９年７月９日 

 裁定申請関連） 

 接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯと

ＭＮＯとの間の円滑な協議に資する措置の

勧告 
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２ あっせん・仲裁 
 

（１）あっせん 
 

当委員会は、平成１９年度に２件のあっせん申請に係る事件の処理を行

った。両事件とも、相手方からあっせんに応ずる考えはない旨の通知を受け

たため、電気通信事業法第１５４条第２項等の規定に基づき、本件はあっせ

んをするのに適当でないことから、あっせんをしないものとした。 
 
（２）仲裁 
 

平成１９年度には、仲裁申請に係る事件がなかった。 
 
３ 総務大臣への答申 
 

平成１９年度には、総務大臣から、ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接続に関する裁定

に係る諮問１件があり、当委員会は、これについて審議を行い、総務大臣への

答申を行った。 
なお、総務大臣では平成１９年１１月３０日に本答申を踏まえ、裁定を行っ

ている。 
 

４ 総務大臣への勧告 
 

当委員会は、平成１９年度に総務大臣への勧告を１件行った。この勧告は、

上記３（総務大臣への答申）の答申と併せて行ったものであり、総務大臣に対

して、当該裁定内容を「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係

に関するガイドライン」に反映させることのほか、接続料金の算定の在り方な

どＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する事項について、適時適切に検

討を行い、所要の措置を講ずることを勧告するものである。 
 なお、総務省は、この勧告を受けて、本ガイドラインの見直しに向けた検討

を行っているところである。 
 

５ 「電気通信事業者」相談窓口における相談等 
 

「電気通信事業者」相談窓口において、平成１９年度に３２件の相談、問い

合わせ等を受けた。相談内容ごとの受付件数は、次のとおりであり、接続に関

する費用負担が２３件と７割を占めている。 
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相 談 内 容 受 付 件 数 
① 接続に関する費用負担 ２３件 

② 接続協定の細目 ２件 

③ 接続に必要な設備の設置・保守 ３件 

④ 役務提供のための設備の利用 １件 

⑤ 土地等の使用  ２件 

⑥ その他  １件 

計 ３２件 

 
【主な相談内容】 

① 接続に関する費用負担 
  接続申込者が接続に関して負担すべき金額の支払を怠り、又は怠るお

それがあるとして、接続相手より債務の履行の担保を求められたが、ど

のような基準で債権保全措置を求められたのかが明らかでない等の相

談である。 
  なお、総務省では平成１８年１２月に「電気通信事業分野における事

業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」を定めている

ことから、債権保全措置に関する相談があったことについて、総合通信

基盤局に対し情報提供を行った。 

② 接続協定の細目 
  ＭＶＮＯとの接続協定の細目について、事業者間で協議を行うに当た

っての留意事項を教えてほしいという相談である。 

③ 接続に必要な設備の設置・保守 
   既設のコロケーション設備を別の設備に交換する際に、必要な手続を

簡素化できないかという相談である。 

 ④ 役務提供のための設備の利用 
   局舎にコロケーションしている一般利用者の設備との接続に当たっ

ての局内のダークファイバの利用に関する相談である。 

 ⑤ 土地等の使用 
   個人の土地に了解なしに電柱が設置されたのではないか等、土地等の

使用権に関する相談である。 
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第２章 あっせん事件の処理状況 
 

平成１９年３月２３日申請事例（電気通信事業紛争処理委員会平成１９年３月

２６日（争）第１号・同第２号）（接続協定の細目等についてのあっせん申請） 

 

（１）経過 

 

平成１９年 ３月２３日 Ａ社、あっせんの申請（平成１９年（争）第１号

（以下この章において「第１号」という。）及び

同第２号（以下この章において「第２号」とい

う。））（⇒（２）） 

３月２６日 Ｂ社に対し、あっせんの申請があった旨通知（第

１号） 

Ｃ社に対し、あっせんの申請があった旨通知（第

２号) 

３月３０日 Ｂ社、あっせんに応じる考えはない旨の報告（第

１号） 

Ｃ社、あっせんに応じる考えはない旨の報告（第

２号)（⇒（３）） 

４月 ５日 各当事者に対し、あっせんをしない旨通知 

 

（２）申請における主な主張（第１号及び第２号） 

 

   Ａ社は、アナログ電話サービスの提供に当たり、Ｂ社及びＣ社との間で、

通常の回線切替工事等とは異なる、一定の処理件数を保証した特別な受付・

工事体制整備を求める契約を締結する一方、次の事項を求め協議を行った。 
① 同契約で定めた費用負担（額）に関し、実費精算、実費の明細開示等 
② 通常の受付・工事体制下におけるＢ社及びＣ社の各工事等ごとの処理 

可能件数の開示 
しかし、Ｂ社及びＣ社は、これらに応じないとして協議が不調となった

ことから、上記事項を義務付ける契約の締結についてあっせんを申請する。 
 

（３）あっせんに応じる考えはない旨の報告（第１号及び第２号） 

 

電気通信事業紛争処理委員会から通知があった、Ａ社を申請人とするあっ

せんの申請については、Ｂ社及びＣ社は、以下の理由から応じる考えはない

ので、その旨報告する。 
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① Ｂ社及びＣ社はＡ社との間で双方合意の上締結した契約に従い対応し

たものであり、Ａ社が主張するような新たな契約締結に応じる考えはない。 

② Ａ社は、｢申込受付処理及び工事等処理に要する人員の確保等に係る費

用｣について、「本契約書は実費精算を前提として締結された」と主張して

いるが、そのような合意の事実は一切ない。 

  



 

第３章 諮問事案の処理状況 
 

平成１９年７月９日申請事例（基・電・料金サービス課平成１９年７月９ 

日第１９６号）(ＭＶＮＯとＭＮＯ間の接続に関する裁定の申請) 

 

（１）経過 

 

平成１９年 ７月 ９日 日本通信株式会社（以下この章において「日本通

信」という。）、裁定の申請（⇒（２））  

７月１０日 株式会社エヌ･ティ･ティ･ドコモ（以下この章に

おいて「ドコモ」という。）に対し、裁定の申請

があった旨の通知 

             ７月３１日 ドコモ、答弁書提出（⇒（３）） 

        ８月 ８日 日本通信、ドコモからの答弁書（７月３１日付け）

に対する意見書提出 

        ８月１５日 ドコモ、日本通信からの意見書（８月８日付け）

に対する意見書提出 

９月２１日 総務大臣、電気通信事業紛争処理委員会に諮問

（諮問第６号）（⇒（４）） 

１０月 ９日 日本通信及びドコモ、総務大臣諮問書等について

の意見の提出 

       １１月２２日 電気通信事業紛争処理委員会、総務大臣に答申及

び勧告（⇒（５）） 

１１月３０日 総務大臣、日本通信及びドコモに対し、裁定につ

いて通知（⇒（６）） 

 

（２）申請における主な主張 

 

① 裁定を求める事項 

 

ア 裁定事項１ 

本件相互接続に関するドコモの以下の主張には、合理性があるか。 

    ・ 相互接続において、ドコモの役務提供区間に係る電気通信サービス

（エンドユーザー向けサービス）は、エンドユーザーに対してドコモ

が提供するサービスであり、そのサービスの内容、運用等については、

日本通信の意向に関係なく、ドコモが独自に決めることができる。 

   イ 裁定事項２ 
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本件相互接続における料金設定の在り方は、「ぶつ切り料金」、あるい

は「エンドエンド料金」（日本通信が料金設定）のいずれとすべきか。 

   ウ 裁定事項３ 

本件相互接続における料金体系は帯域幅課金とすべきか。 

   エ 裁定事項４ 

本件相互接続における料金の具体的金額は、いくらとすべきか。 

   オ 裁定事項５ 

本件相互接続に関して開発を要する機能、装置構成、開発方法、開発

期間、開発費用及び日本通信の負担分はどうあるべきか。 

 

② 見解の概要 

 

  （５）答申及び勧告中、本件の経緯（別紙）１ 日本通信からの申請（１）

～（５）イ 見解の概要のとおり 

 

③ 協議の不調の理由 

 

日本通信がドコモの携帯電話網（３Ｇ）を利用したＭＶＮＯ事業を行う

ことを希望して、平成１８年１１月２日にドコモに対し協議を申し入れた。 

その後、日本通信は、同年同月２９日付けで相互接続による「エンドエ

ンド料金」（日本通信が利用者料金を設定）及び料金体系は「帯域幅課金」

等を希望し事前調査申込みを行ったが、ドコモは「ぶつ切り料金」及び「従

量制課金」等を主張したため、協議が不調に至った。 

 

（３）答弁書における主な主張 

 

  （５）答申及び勧告中、本件の経緯（別紙）２ ドコモの答弁のとおり 

 

（４）諮問 
 

平成１９年９月２１日諮問第６号（次のとおり） 

 

 

諮  問  書 

 

 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第３５条第３項の規定に基

づき、日本通信株式会社から、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの電気
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通信設備との接続に関する裁定の申請があった。 
 
 
 
 よって、同法第１６０条第１号の規定に基づき、本件裁定について諮問

する。 
（以下（裁定案及び理由）略） 

 

（５）答申及び勧告 

 

   平成１９年１１月２２日電委第６９号（次のとおり） 

 

 

答申書及び勧告書 

 

 平成１９年９月２１日付け諮問第６号をもって諮問された事案につい

て、電気通信事業法第１条（目的）ほか関連条項の規定の趣旨を踏まえ審

議した結果、下記１から４までのとおり答申する。また、本件答申に併せ、

同法第１６２条第１項の規定に基づき、下記５のとおり勧告する。 

 なお、本件の経緯は、別紙のとおりである。 

 

記 

 

１ 裁定事項１（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「ドコモ」と

いう。）の役務提供区間における役務内容等は、ドコモが独自に決めるこ

とができる、という主張には合理性があるか。） 

  裁定事項１については、抽象的な考え方について合理性の判断を求め

るものであり、日本通信株式会社（以下「日本通信」という。）とドコモ

との間の電気通信回線設備の接続（以下「本件接続」という。）に関する

協定の細目には当たらず裁定対象とは認められないことから、裁定を行

わないことが適当である。 

なお、日本通信の申請内容に関連しては、接続に係る両当事者のサー

ビス提供区間のそれぞれのサービスについては、接続協定の内容に整合

する形でサービス提供されるものであることから、両当事者のそれぞれ

のサービス提供条件の内容についても、接続条件その他協定の細目に含

まれる場合には独自に自由に決定されるべきものではなく、接続協議に

必要な範囲内で当事者間で誠実に協議されるべきものと考えられる。 
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２ 裁定事項２（利用者料金の設定はぶつ切り料金かエンドエンド料金

か。） 

  裁定事項２については、本件接続における利用者料金は、「エンドエン

ド料金」とし、日本通信に利用者料金の設定権を認めることが適当であ

る。 

 

（理由） 

 

(1) ぶつ切り料金とエンドエンド料金 

独自にエンドエンド料金の設定が可能な寡占的なＭＮＯに加え同

じ条件のＭＶＮＯの新規参入を可能とすることが競争促進に寄与す

る。逆に、ドコモが日本通信のサービスと競合する自社独自サービ

ス（本年１０月２２日から提供開始したＰＣ向け定額サービス）で

エンドエンド料金を設定する一方、日本通信にエンドエンド料金を

許容しないことはイコールフッティングの観点から問題である。ま

た、日本通信が予定する速度別料金や時間帯別料金その他利用者ニ

ーズをよりよく反映させた多様なサービスの展開にはぶつ切り料金

では対応しきれないと考えられることなどから、利用者利益の観点

からもエンドエンド料金が適当である。 

 

(2) 利用者料金設定権 

エンドエンド料金とする場合に、ドコモに本件サービスの利用者

料金の設定を認めると、ドコモは自社独自の競合サービスの料金設

定権を併せ持つ一方で、日本通信は自社の予定するサービスの料金

設定権を持ち得ないこととなる。これは、公正な競争を著しく制限

することとなり、適当ではない。また、営業活動を行い顧客を獲得

する事業者がエンドエンド料金を設定する方が、利用者にとって分

かりやすく、事業者にとっても営業努力が報われ事業活動の意欲を

高めることができ、利用者のニーズや要望の把握をもとに不断のサ

ービス内容の改善につなげることが可能となると考えられ、利用者

利益及び競争促進の観点から適当である。これらのことから、日本

通信に利用者料金の設定権を認めることが適当である。 

 

付言するに、接続を請求する日本通信が自社で利用者料金設定権

を有するエンドエンド料金とすることを希望するのに対し、ドコモ

は、日本通信が利用者料金を設定するエンドエンド料金とすること
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は自社の設備投資インセンティブを減殺するなどとして反対し、ぶ

つ切り料金とすることを希望している。しかし、エンドエンド料金

の場合でも「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を

加えたもの」を超えない範囲（電気通信事業法第３４条第３項第４

号）で適切な接続料金（同法第３４条第２項に規定する「取得すべ

き金額」）を設定することは可能であり、ドコモの投資インセンティ

ブを減殺するなどの不利益をもたらすとは認められないことから、

ドコモが本件接続条件に反対する主張に十分な合理性は認められな

い。 

なお、ドコモが主張する顧客管理等の基本的事項を独自決定した

いとすることやネットワークの輻輳の懸念は、この裁定事項と別に

対応することが可能と考えられる。 

 

３ 裁定事項３（接続料金の課金方式は帯域幅課金とすべきか。） 

 裁定事項３については、具体的な一定額を算定する方式については裁

定事項４の問題として切り分け、本件接続における接続料金の課金方式

は帯域幅課金（帯域幅に基づき、通信量に比例せず一定額を課金する方

式。）とすることが適当である。ただし、帯域幅課金とすることには、裁

定事項５に含まれる疎通制御機能の開発等ネットワークの輻輳対策につ

いて、電気通信の健全な発達の観点に立って両当事者間で十分に協議を

行い、協議が調うことを条件とすることが適当である。 

 

（理由） 

日本通信は、速度別料金や時間帯別料金などの多様なサービスの提供

がしやすいことなどから、接続料金を帯域幅課金とすることを要望して

いる。これに対しドコモは、①情報量とは無関係に帯域幅の比率で全体

コストを按分し接続料金を算定することは実際の設備への負荷やコスト

を反映しない、②接続料金を帯域幅課金とすることで、利用者料金定額

制のもとでアプリケーション制限なしのサービスが提供されれば、ドコ

モのネットワークに輻輳が生じる危険性が高い、として帯域幅課金に反

対し、パケット量に応じた従量制課金（通信量に比例して課金する方式）

を希望している。 

従量制課金に比較すれば帯域幅課金とする場合の方が、その帯域幅の

枠を速度や時間の刻みでフルに有効活用することを通じ、より日本通信

による多様なサービスの提供を促進させることができると考えられ、今

後のモバイルデータ通信サービスの高度化・多様化が期待され、利用者

利益の観点から適当である。また、今後インターネット利用等のために
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高速なＰＣ向け定額制サービスのニーズが高まっていくと予想される

中、ドコモは自社独自サービスで定額制を導入する一方、日本通信には

利用者向けに定額制サービスの設定がしにくい従量制の接続料金しか認

めないことは、公正競争上問題なしとしない。 

ドコモは帯域幅の比率で全体コストを按分し接続料金の算定を行うと

実際のコストを反映しないとして帯域幅課金に反対しているが、接続原

価の算定は別に行った上で帯域幅に換算する方法や、帯域幅（接続回線

の伝送容量）の使用率に一定の標準的な余裕率を設ける方法などの工夫

も可能であり、帯域幅課金であるからといって実際の設備負荷やコスト

を反映できないというものではない。 

ドコモが強く懸念しているネットワークの輻輳に接続料金が関係する

点については後述するが、その点を別にすれば、課金方式の帯域幅課金

自体を否定する十分な理由はない。したがって、総合的に見て本件接続

における接続料金の課金方式としては帯域幅課金とすることが適当と考

えられる。 

 

一方、ドコモは、日本通信が利用者にＰＣ向け定額制課金によるアプ

リケーション制限なしのサービスを提供した場合に、ドコモのネットワ

ークに輻輳を生じ他の利用者のサービス利用に悪影響を及ぼす可能性を

強く危惧し、通信量に一定の抑制を加えることが可能な従量制の接続料

金とするべきであると主張している。現在は固定通信の場合であるが、

インターネット上の映像ストリーミングやＰ２Ｐ通信がインターネット

サービスプロバイダの設備帯域を圧迫していると指摘されている。利用

時間や情報量に上限を設けない定額制サービスは、利用者に使い放題の

便利な環境をもたらす一方で、通信事業者側にネットワーク制御や設備

増強の大きな負荷を生じさせるものであり、特に、利用者が移動し無線

基地局を多数の利用者が共同利用する携帯電話ネットワークにおいて

は、周波数の制約がある無線基地局への負荷やネットワークの制御に十

分な配慮が必要となる。実際にドコモは自社独自のＰＣ向け定額サービ

スの提供開始に当たりネットワークの保守運用のために、料金とも組み

合わせ、様々なアプリケーションや利用方法の制限を設けるとともに各

種の通信制御機能を設けている。継続協議とする裁定事項５の疎通制御

機能の開発等ネットワークの輻輳への技術的対策が未確定の現段階で

は、ネットワークの輻輳の懸念が十分に解消されるかどうかは定かでは

ない。 

他方で、日本通信はそもそもＰＣ向け定額制課金によるアプリケーシ

ョン制限なしのサービスの提供の有無自体を明確にしておらず、両当事
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者間のこれまでの協議ではこれによるネットワークの輻輳の発生の可能

性や対応策について十分な協議は行われていない。このような両当事者

間の協議の現状等にかんがみると、現段階で接続料金の課金方式の問題

をネットワークの輻輳対策の問題と切り離して確定させることは適当で

はないと考えられる。 

したがって、接続料金を帯域幅課金とすることには、裁定事項５に含

まれる疎通制御機能の開発等ネットワークの輻輳対策について、電気通

信の健全な発達の観点に立って両当事者間で十分に協議を行い、協議が

調うことを条件とすることが適当である。 

 

なお、今後の当事者間の継続協議に当たっては、円滑な合意形成のた

めに、日本通信が利用者に対して提供するサービスを、①ＰＣ向け定額

制課金によるアプリケーション制限なしのサービスと、②その他一定の

アプリケーション制限ありのサービスに区分して検討することも考えら

れる。 

 

４ 裁定事項４（接続料金の具体的金額）及び５（開発を要する機能、装

置構成、開発方法、開発期間、開発費用及び日本通信の負担分） 

  裁定事項４及び５については、接続に関する細目についての協議が行

われるまでには至っておらず、裁定申請要件を具備しているとは認めら

れないことから、裁定を行わないことが適当である。 

  なお、今後両当事者間において、裁定案に述べる留意事項も踏まえ相

互に必要な情報提供を行い、真摯な協議を通じて円滑に合意が形成され

ることが望まれる。 

 

５ 勧告 ― ＭＶＮＯの参入促進のための環境整備について 

  移動通信サービスの高度化・多様化を推進する観点から、ＭＶＮＯの

参入の促進を図るためには、本件に限らず、ＭＶＮＯとＭＮＯとの協議

が円滑に進むような環境の整備が重要である。 

総務大臣においては、本件裁定内容を「ＭＶＮＯに係る電気通信事業

法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」に反映させることのほ

か、接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議

に資する事項について、適時適切に検討を行い、所要の措置を講じられ

ることを勧告する。 

 

 

 
別 紙
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本件の経緯 

 

１ 日本通信からの申請 

  日本通信は、平成１９年７月９日付けで、電気通信事業法（以下「事

業法」という。）第３５条第３項の規定に基づき、総務大臣に対し、裁定

事項１から５までについての裁定を申請した。 

  なお、裁定事項１から５までについての日本通信の裁定申請内容及び

見解の概要は、それぞれ次のとおりである。 

 

 (1) 裁定事項１ 

ア 裁定申請内容 

「本件相互接続に関するドコモの以下の主張には、合理性がある

か。 

      相互接続において、ドコモの役務提供区間に係る電気通信サ

ービス（エンドユーザー向けサービス）は、エンドユーザーに

対してドコモが提供するサービスであり、そのサービスの内容、

運用等については、日本通信の意向に関係なく、ドコモが独自

に決めることができる。」 

  イ 見解の概要 

ドコモの主張には合理性がない。なぜならば、ＭＮＯが当該利用

者に提供する電気通信役務の内容は、ＭＶＮＯが当該利用者に提供

する電気通信役務の内容に応じて自然に決定されることであるから

である。 

 

 (2) 裁定事項２ 

  ア 裁定申請内容 

「本件相互接続における料金設定の在り方は、「ぶつ切り料金」、

あるいは「エンドエンド料金」（日本通信が料金設定）のいずれとす

べきか（注）。」 
   （注）本申請において「エンドエンド」とは、複数の電気通信事業者の設備を接

続することにより役務提供する場合において、一の事業者が役務全体（エン
ドエンド）の利用者料金（エンドユーザー向け料金）を設定することをいい、
「エンドエンド料金」とは、上記の場合において利用者料金設定事業者が設
定した利用者料金（エンドユーザー向け料金）のことをいう（平成１５年６
月１７日付「料金設定の在り方に関する研究会報告書」６０頁（用語集）参
照）。 

  イ 見解の概要 

    エンドエンド料金とすべきである。その理由は、次のとおりであ
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る。 

(ｱ) ぶつ切り料金とする場合におけるドコモの料金には接続に関連

しない費用及び利潤が含まれるはずであるため、ぶつ切り料金と

すれば事業法第３４条第３項第４号に適合しない可能性を否定す

ることができないこと。 

   (ｲ) ぶつ切り料金とすれば、日本通信の電気通信役務に関する価格

競争力がドコモに握られるが、エンドエンド料金とすれば、本件

接続による電気通信役務全体に関する料金を日本通信が単独の判

断で臨機応変に設定することにより価格競争に対抗することがで

きること。 

   (ｳ) 日本通信にあってはドコモが提供していない電気通信役務を提

供することを想定しており、ぶつ切り料金よりもエンドエンド料

金の方が利用者にとって分かりやすいこと。 

   (ｴ) ぶつ切り料金とすれば、ドコモの料金に接続に関連しない費用

が含まれるため、料金が不必要に高額に設定されることとなるこ

と。 

 

 (3) 裁定事項３ 

  ア 裁定申請内容 

    「本件相互接続における料金体系は帯域幅課金とすべきか（注）。」
    （注）本申請において「帯域幅課金」とは、電気通信事業者の網間を接続する通

信回線の通信速度に応じて、電気通信事業者間の精算金額（相互接続におい
ては接続料の金額）を設定する課金方式をいう。 

  イ 見解の概要 

    通信の時間又は量に応じた接続料金よりも、帯域幅に応じた接続

料金の方が日本通信の事業の形態に照らして適切であるから、帯域

幅課金とすべきである。 

 

 (4) 裁定事項４ 

  ア 裁定申請内容 

    「本件相互接続における料金の具体的金額は、いくらとすべきか。」

  イ 見解の概要 

適正な原価及び適正な利潤を基本とした接続料金とすべきであ

る。また、接続料金の算定に当たっては、網の構成、網を構成する

装置の種類及び取得金額、減価償却の方法及び金額、網の運用費並

びにこれらが最適に設計・運用されていること、接続料金の算定方

式及び計算の過程並びにその合理性等についての情報の開示及び詳
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細な検討が必要である。 

 

 (5) 裁定事項５ 

  ア 裁定申請内容 

    「本件相互接続に関して開発を要する機能、装置構成、開発方法、

開発期間、開発費用及び日本通信の負担分はどうあるべきか。」 

  イ 見解の概要 

本件接続における開発については、その費用についてはドコモの

案よりも引き下げることができるとともに、その期間についてもド

コモの案よりも短縮することができる。また、開発の目的、範囲、

必要性、方法論等についての明確な説明がない。 

    当該開発の対象たる機能が、ドコモが当然具備しておくべき機能

であるから、本件接続における開発に要する費用は、ドコモがこれ

を負担すべきである。 

 

２ ドコモの答弁 

  ドコモは、平成１９年７月１０日付けで、事業法第３５条第５項の規

定に基づき、日本通信から１の申請があった旨の通知があったことを受

け、同月３１日付けで、同項の規定に基づき、総務大臣に対し、答弁書

を提出した。 

  裁定事項１から裁定事項５までについてのドコモの見解の概要は、そ

れぞれ次のとおりである。 

 

 (1) 裁定事項１ 

   裁定事項１は、裁定の範囲外の事項である。裁定事項１は極めて観

念的かつ抽象的な事項についての裁定を求めるものであり、事業法第

３５条第３項に規定する裁定の対象に該当しない。 

   なお、ＭＮＯに課される責任、接続と卸電気通信役務との相違等に

かんがみると、ドコモが利用者に提供する電気通信役務について、ド

コモがその内容、運用等を決定することは当然のことである。 

 

 (2) 裁定事項２ 

   ぶつ切り料金とするのが適切である。ぶつ切り料金は、責任分界点

を境として電気通信役務の提供区間が分かれるという接続の原則と整

合的なものである。 

   なお、仮にエンドエンド料金とするのであれば、発側事業者が利用

者料金設定権を持つのが自然かつ公平であり、ドコモ契約者発のパケ
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ット通信については、ドコモが利用者料金設定権を持つこととなる。

 

 (3) 裁定事項３ 

   接続料金とは情報がドコモのネットワークを経由することに対する

対価であるから、パケット量に応じた従量制課金が公平かつ妥当であ

る。 

 

 (4) 裁定事項４ 

   従量制課金により計算される接続料金は、１パケット当たりＡ円と

なる。 

エンドエンド料金とした上で、帯域幅課金とする場合の接続料金の

月額は、１０Ｍｂｐｓの帯域幅当たりＢ円となる。 

 

 (5) 裁定事項５ 

   本件接続を開始するための開発としては、接続を可能にするための

開発のほか、本件接続以外の利用者の通信障害、ドコモのネットワー

クへの過剰な負担を回避するための開発も含まれる。 

 各開発が日本通信の要望に従った接続を行うために特別に必要とな

る開発であることから、開発に要する費用については、日本通信がそ

の全額を負担するのが公平である。 

   開発期間については、必要とされる合理的な期間とすべきである。

 

３ 総務大臣からの諮問 

  総務大臣は、平成１９年９月２１日付けで、当委員会に対し、事業法

第１６０条第１号の規定に基づき、同法第３５条第３項の電気通信設備

の接続に関する裁定について諮問した。諮問された裁定案の概要は、次

のとおりである。 

 

 (1) 裁定事項１について 

   裁定対象と認められないことから、裁定を行わない。ただし、他の

裁定事項の前提事項と認められることから当該事項の合理性について

は、理由中で判断を示す。 

 

 (2) 裁定事項２について 

   本件接続における利用者料金の設定は、「エンドエンド料金」とし、

日本通信に利用者料金設定権を認めるのが相当である。 

 

- 42 - 



 

 (3) 裁定事項３について 

   本件接続に関してドコモの取得すべき金額（接続料金）の料金体系

は、帯域幅課金が相当である。 

   なお、裁定事項３において判断の対象とする帯域幅課金とは、帯域

幅に基づく定額制課金であることを意味するにとどまり、具体的な一

定額を算定する方式については裁定事項４の問題として切り分ける。

 

 (4) 裁定事項４及び５について 

   細目協議にまで至っておらず、裁定申請の要件を欠くことから、裁

定を行わない。ただし、協議を継続するに当たって留意すべき点につ

いては、理由中で判断を示す。 

 

４ 当委員会の審議 

  当委員会は、平成１９年９月２１日に会議を開催し、総務大臣から諮

問を受けるとともに、本件諮問を担当する総合通信基盤局から諮問の内

容についての説明を受けた。また、当委員会は、当事者である日本通信

及びドコモからも事情を聴取することが必要と思料し、両当事者に意見

書の提出を求め、両当事者から意見書の提出を受けた。 

  当委員会は、平成１９年９月２１日、１０月１２日、同月１９日、同

月３０日、１１月２２日と５回にわたり会議を開催して審議を重ね、答

申を取りまとめた。また、本件答申に併せて、総務大臣に対して勧告す

ることとした。 

 

 

 

 

（６）裁定について通知 
 

平成１９年１１月３０日総基料第２４５号（次のとおり） 

 

ｱ） 日本通信株式会社あて 

 

 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第３５条第３項の規定に基

づき、平成１９年７月９日付けで貴社より申請のあった株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・ドコモの電気通信回線設備との接続に関する裁定申請について、

別添のとおり裁定したので、同条第６項の規定に基づき通知します。 
この処分について不服があるときは、総務大臣に対し、処分があったこ
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とを知った日の翌日から起算して６０日以内に異議申立てをすることが

できます。 
また、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、この処分があ

った日の翌日から起算して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの

訴えを提起することができます。 
 

 

裁  定 

 

日本通信株式会社 代表取締役社長 三田 聖二 から、電気通信事業

法(昭和５９年法律第８６号)第３５条第３項の規定に基づき、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモの電気通信回線設備との接続に関して、協議が不

調であったため、裁定の申請が行われた。 

総務大臣は、本件日本通信株式会社の申請及び株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモの答弁及び両当事者からの意見についての調査結果並びに平成

１９年１１月２２日に電気通信事業紛争処理委員会から受けた答申の内容

を踏まえ、下記のとおり裁定する。 

 

記 

 

裁定事項１について 

裁定対象と認められないことから、裁定を行わない。ただし、他の裁定

事項の前提事項と認められることから当該事項の合理性については、理由

中で判断を示す。 

 

裁定事項２について 

本件接続における利用者料金の設定は、「エンドエンド料金」とし、日

本通信株式会社に利用者料金設定権を認めるのが相当である。 

 

裁定事項３について 

本件接続に関してドコモの取得すべき金額（接続料金）の料金体系は、

帯域幅課金が相当である。ただし、帯域幅課金とすることに関し、裁定事

項５に含まれる疎通制御機能の開発等ネットワークの輻輳対策について、

電気通信の健全な発達の観点に立って両当事者間で十分に協議を行い、協

議が調うことが求められる。 

なお、裁定事項３において判断の対象とする帯域幅課金とは、帯域幅に

基づく定額制課金であることを意味するにとどまり、具体的な一定額を算

別 添
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定する方式については裁定事項４の問題として切り分ける。 

 

裁定事項４及び５について 

 細目協議にまで至っておらず、裁定申請の要件を欠くことから、裁定を

行わない。ただし、協議を継続するに当たって留意すべき点については、

理由中で判断を示す。 

 

理  由（略） 

 

 

ｲ） 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモあて 

 

 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第３５条第３項の規定に基

づき、平成１９年７月９日付けで日本通信株式会社より申請のあった貴社

の電気通信回線設備との接続に関する裁定申請について、別添のとおり裁

定したので、同条第６項の規定に基づき通知します。 
この処分について不服があるときは、総務大臣に対し、処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６０日以内に異議申立てをすることが

できます。 
また、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、この処分があ

った日の翌日から起算して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの

訴えを提起することができます。 
 

 

 

 

（日本通信株式会社あて通知と同じ。略。） 

別 添
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第４章 総務大臣への勧告状況 
 

「接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資す

る措置の勧告」（平成１９年１１月２２日電委第６９号） 

 

（１）経過 
 
  平成１９年 ９月２１日 総務大臣からの諮問（ＭＶＮＯとＭＮＯ間の

接続協定に関する裁定） 

       １１月２２日 総務大臣への答申に併せて勧告（⇒（２）） 

       １１月２７日 総合通信基盤局、「ＭＶＮＯに係る電気通信事業

法及び電波法の適用関係に関するガイドライ

ン」の見直しに関する提案を募集 
  平成２０年 ３月１３日 総合通信基盤局、「ＭＶＮＯに係る電気通信事業

法及び電波法の適用関係に関するガイドライ

ン」再改定案に対する意見募集 
 
（２）勧告 

 

    総務大臣あて平成１９年１１月２２日電委第６９号（勧告に関する部分

のみ抜粋） 

 

 

答申書及び勧告書 

 

 平成１９年９月２１日付け諮問第６号をもって諮問された事案につい

て、電気通信事業法第１条（目的）ほか関連条項の規定の趣旨を踏まえ審

議した結果、下記１から４までのとおり答申する。また、本件答申に併せ、

同法第１６２条第１項の規定に基づき、下記５のとおり勧告する。 

 なお、本件の経緯は、別紙のとおりである。 

 
記 

 

１～４（略） 
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５ 勧告 ― ＭＶＮＯの参入促進のための環境整備について 

  移動通信サービスの高度化・多様化を推進する観点から、ＭＶＮＯの参

入の促進を図るためには、本件に限らず、ＭＶＮＯとＭＮＯとの協議が円

滑に進むような環境の整備が重要である。 

総務大臣においては、本件裁定内容を「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法

及び電波法の適用関係に関するガイドライン」に反映させることのほか、

接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資

する事項について、適時適切に検討を行い、所要の措置を講じられるこ

とを勧告する。 

 

別 紙（略） 
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おわりに 

 
最後に、平成１９年度の委員会の活動を通じて明らかになった、電気通信分野

の紛争処理に関する留意事項について付言する。 

 

・平成１９年度において、委員会が処理したあっせん事案は２件であったが、

電気通信事業者へのヒアリング等において、電気通信市場が急速に変化する

中で、新たな紛争の可能性があることも確認されたところであり、引き続き

委員会の認知度・利便性の向上に努めることが重要である。 

・平成２０年４月から開始される無線局の開設等に関するあっせん・仲裁手続

きについて、円滑な施行に向け準備作業を行ってきたが、これまでの委員会

の利用者とは異なる者が利用者に含まれることから、広く周知活動を行うこ

とが望まれる。 

・電気通信事業の規制が事前規制から事後規制に移行する中で、事後規制の行

政処分（例えば、指定電気通信設備の接続約款の変更命令）の発動の基準が

可能な限り明らかにされることは紛争の未然防止という意味で有益である。 

・事業者間接続等に係る債権保全措置については、平成１８年１２月に総務省

においてガイドラインを策定している。同ガイドラインにも記述されている

とおり、過剰な債権保全措置は新規参入阻害や接続拒否等の競争阻害要因に

もなりうることから、競争促進の観点から債権保全措置の実際について注視

していく必要がある。 

・現在、大臣部局の行う裁定による紛争解決制度と当委員会の行うあっせん・

仲裁制度は、制度的には一応切り離されており、申請者が選択を行う制度と

なっている。しかし、裁定の申請がなされたものであっても、あっせん・仲

裁による紛争解決にふさわしい事案もあり、これらについては、あっせん・

仲裁を勧奨するなど、両手続の有機的連携を図ることも一案と考えられる。 

 

これらの事項については、平成２０年度以降、委員会の活動を通して対応を検

討していくが、大臣部局におかれても政策展開に際して留意されることが望まれ

る。 



 

 

【資料編】 



委員会の模様 資料 １

第８４回委員会（19.11.22）

第８５回委員会（19.12.04）

第８４回委員会

第８５回委員会

第８５回委員会 第８５回委員会

第８５回委員会 第８７回委員会（20.02.25）

－４９－
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資料 ６ 

電気通信紛争処理用語集 
 
 
この用語集は、電気通信設備の接続等に関する紛争や無線局開設等に伴う混信防止に

関する紛争において用いられることの多い用語及び紛争処理一般に関する用語を対象

としています。 
なお、用いられる文脈によっては、同じ用語であってもこの用語集の説明とは異なる

意味合いで用いられることがあります。 
  
あっせん 

  第三者が紛争当事者の間に入り、紛争について紛争当事者の互譲により紛争を解決

すること。 
あっせんを行う第三者は、第三者が双方の主張の要点を確かめ、相対立する当事

者に話合いの機会を与える、相互の誤解を解くなどして、当事者の話し合いを促し

ます。紛争当事者の和解による紛争の解決をめざすものであり、法律的又は技術的

な争点について当事者間の歩み寄りが期待できる事案に適しています。 
 
アンバンドル 

電気通信設備を機能ごとに細分化し、他事業者が接続する際、必要な機能のみを選

択して、使用できるようにすること。 
接続事業者は、不要な機能を使用しないことで、支払う接続料を抑えることができ

ます。 
 

エンド・（ツー・）エンド料金  

  複数の電気通信事業者が電気通信設備を接続して、ユーザに電気通信サービスを提

供する事業形態において、料金設定方法として一の事業者が役務全体（エンド・エン

ド）に対して設定した利用者料金。 
 （⇔「ぶつ切り料金」の項を参照） 
 
卸電気通信役務 

  電気通信事業者が、ユーザではなく、電気通信事業者だけを対象に提供するサービ

ス。 
卸電気通信役務の提供者を「卸電気通信事業者」と呼ぶ。また、卸電気通信役務の

提供条件や料金は、事業者間の相対契約で決められる。 
 
感度抑圧 

  電波干渉の形態の一つで、受信機において希望波（受信機が目的とする電波）と近
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接する周波数の電波が強い場合に、希望波の正常な受信が抑制されること。 
感度抑圧に対しては、一般的には、受信側にフィルタを挿入するなどの対策がとら

れる。 
 
管路 

通信ケーブルを通すために道路の地下に埋設したパイプ。 
ケーブルを通すスペースしかないため、管路にケーブルを敷設したり、撤去する場

合は、マンホール内で作業する。 
 
キャリアーズ・レート 

 電気通信事業者が他の電気通信事業者と相互接続する際に設定する接続料金。 
営業・宣伝費用などを控除して算定されるため、ユーザ料金よりも安く設定される。 

 
キャリア・センス 

搬送波（無線通信において情報を乗せるための基本的な伝送波）を受信することに

より自分が発信しようとする周波数・チャネルが空いているか否かを検知する機能。 
コードレス電話などでは、この機能により空きチャネルが選定されている。 

 
空中線 

アンテナのこと。空間に電波として電力を放射し、又は空間を伝搬している電波を

吸収して電力を得る装置。 
 
クロージャ 

通信事業者の局とユーザ宅を結ぶ加入者線に設置し、銅線ケーブルや光ファイバ・

ケーブルの分岐、接続などの配線を行うための箱。 
電柱上に設置するタイプやマンホールなどの地中に置くタイプがある。 

 
広帯域移動無線 

「ＢＷＡ」の項を参照のこと。 
 

コロケーション 

指定電気通信設備を保有する電気通信事業者の建物・局舎、管路、とう道、電柱等

に、接続事業者が接続に必要な装置を設置すること。 
 
サーバ 

ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピュータ。 
インターネットでは、ウェブサーバ、メールサーバ等がある。 
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裁定 

当事者間で意見の一致をみない事項について第三者がその是非等を裁断して決定

すること。 
 
実際費用方式 

「接続料」の算定方式の一つで、電気通信事業者が電気通信設備の構築・維持管理

に実際に要する費用から年間経費を計算し、これを元に１回線当たりや１通話当たり

の接続料を算定する方式。 
 
ジャンパ線 

ＭＤＦ（主配線盤）に収容された端末回線や加入者交換機からの回線等に用いられ

る銅線ケーブル。 
 
周波数 

電波、音波などの１秒間の振動数。 
その単位は、以前はサイクルで表記されたが、現在はヘルツ（Hz）で統一されて

いる。 
 
振幅 

周波数の振動の幅。 
周波数の振動の山の頂点から谷の底までの距離の半分。 

 
スプリアス 

電波を送信する場合に、必要とする周波数帯以外にも発射されてしまう電波。 
「不要発射」とも呼ばれる。 

 

接続料 

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、当該第一種指定電気通信設

備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、取得すべき金額（電気通信

事業法第３３条第２項参照）。 
 
接続会計 

接続料算定の適正化のために設けられた電気通信事業固有の会計。 
第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその作成及び公表が義務づ

けられている。 
 
接続約款 

電気通信事業者が電気通信設備の接続条件を定めるために作られた約款。 
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第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

は、その公表が義務づけられている。 
 
セル 

移動通信システムにおいて、一つの基地局から発射される電波が届くエリア、ゾー

ン。 
小さなゾーンが集まってサービス地域をカバーする様子が細胞(cell)を連想させる

ため、セルと呼ばれる。 
 
第一種指定電気通信設備 

他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信

の発達に欠くことのできない電気通信設備として指定された固定通信用の電気通信

設備。 

都道府県の区域内で、特定の電気通信事業者が全体の２分の１を超える固定端末系

伝送路設備を設置している場合の当該設備などが該当し、具体的には、現在、ＮＴＴ

東西地域会社の加入者回線や、加入者・中継交換機などが指定されている。 
第一種指定電気通信設備を設置する事業者には、接続約款の認可等の接続関連規制、

情報流用の禁止などの行為規制などの規制が課せられる。 

 
第３世代携帯電話 

ＩＴＵ（国際電気通信連合）の定めた「IMT-2000」規格に準拠したデジタル方式

の携帯電話。 
アナログ方式の第１世代携帯電話、デジタル方式の最初の方式である第２世代携帯

電話に続く携帯電話の方式であり、我が国ではＮＴＴ DoCoMo の「FOMA」シリー

ズ、au の「CDMA2000 1x」、「CDMA 1x WIN」シリーズ、SoftBank の「SoftBank 
3G」シリーズなどが該当する。 

 
第二種指定電気通信設備 

不可欠性はないが、電波の有限性により物理的に更なる参入が困難となる移動体通

信市場において、相対的に多数の加入者を収容している設備。 
特定の電気通信事業者の業務区域内で接続される携帯電話端末設備の割合が全体

の２５％を超える場合の当該事業者の伝送路設備が該当し、具体的には、現在、ＮＴ

Ｔドコモの伝送路設備・中継交換機などが指定されている。 

第一種指定電気通信設備を設置する事業者には、接続約款の届出が課せられる他、

収益ベースのシェアが２５％を超える場合には、情報流用の禁止などの行為規制も課

せられる。 
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第４世代携帯電話 

２０１０年頃の標準化を目指してＩＴＵ（国際電気通信連合）において検討されて

いる第３世代携帯電話の後継システム。２００５年１０月に名称を「IMT-ADVANCED」

とすることで合意がされた。 

高速移動時で 100Mbps、静止時や低速移動時で 1Gbps の伝送速度を実現することを

目標としている。 

 
ダークファイバ 

敷設されていながら使用されていない光ファイバ。 

光信号がまったく通っていない状態にあることから、ダーク(暗い)ファイバと呼ば

れる。 

 

地域ＩＰ網 

ＮＴＴ東西地域会社が、「フレッツ・ISDN」や「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」

を提供するために都道府県単位に構築した IP ネットワーク。 
ＩＳＰは、地域ＩＰ網に設けられたＰＯＩ（相互接続点）に接続することで、県下

全域を自らのサービス・エリアとしてカバーすることができる。 
 
仲裁 

当事者の合意に基づき第三者の判断によってその当事者間の紛争を解決すること。 
当事者は不満があっても、原則としては仲裁判断に従わなければなりません。 

 
仲裁廷 

仲裁合意に基づき、その対象となる民事上の紛争について審理し、仲裁判断を行う

1 人の仲裁人又は 2 人以上の仲裁人の合議体（仲裁法第２条参照）。 
 
長期増分費用方式 

「ＬＲＩＣ」の項を参照のこと。 
 
直加入電話 

ＮＴＴ東西地域会社の交換機を経由せず、直接、加入者と事業者との間を結ぶ固定

電話サービス。 

ＮＴＴ東西通信会社から、加入者回線を借り受け、電話局間の幹線網や交換機は独

自に用意したものを利用して提供されることが多い。 
 
電波遮へい 

高速道路等のトンネルや地下街等の閉塞地域といった人工的な構築物により、携帯
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電話等の通信サービスに利用される電波が遮へいされて、通信サービスに障害が発生

すること。 
 
とう道 

地中で通信ケーブルを収容するトンネル。 
管路と同様に通信ケーブルを通すためのものだが、ケーブルを通せるだけのスペー

スしかない管路に対し、人が入れるほどの広さを持つ。 
 

登録（無線局の） 

あらかじめ他の無線局に混信を与えないように一定の条件を満たす無線局につい

て、無線局の免許制度で行っている事前審査を簡略化して、登録手続により開設する

ことができる制度。 
登録の対象となる無線局は、５GHz 帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動

中継局及び陸上移動局、空中線電力が１０ｍＷ 以下のＰＨＳの基地局などがある。 
 
トランジット 

ＩＳＰが他のＩＳＰからのトラヒックをインターネット全体に中継すること。 
  一般にＩＳＰ間に上流・下流の関係が生じ、トランジット・サービスを受けるＩＳ

Ｐは、トランジット・サービスを提供するＩＳＰに対してトランジット費用を支払う。 
 （⇔ 「ピアリング」参照） 

 
ネットワークの中立性 

ＩＰ化が進展する中でのネットワークの利用の公平性（通信レイヤーの他のレイヤ

ーに対する中立性）及びネットワークのコスト負担の公平性（通信網増強のためのコ

ストシェアリングモデルの中立性）。 

 

波長 

電波の１周期の長さ（距離）。 
波長＝光速度÷周波数の関係にある。 

 
番号ポータビリティ 

加入電話や携帯電話の利用者が、加入している事業者を変更しても、これまでと同

じ番号を引き続き使用できる制度。 
 
搬送波（キャリア） 

無線通信において、情報を乗せるための基本的な伝送波。 
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ピアリング 

ＩＳＰ間で互いに相手方ＩＳＰあてのトラヒックを交換し合うこと。 
一般に、ピアリングにおいては、ＩＳＰは対等な関係にある。 

 （⇔ 「トランジット」の項を参照） 
 
フィルタ 

無線通信において、希望する周波数帯域の信号を通過させたり、阻止する装置。 
電波の干渉を回避するためにも用いられ、干渉を与える側の無線機又は受信機に挿

入される。 
 
フェムトセル 

一つの携帯電話基地局が、オフィスや宅内といった半径数メートル～数十メートル

程度の非常に狭いエリア・セルをカバーするシステム。 
「フェムト」は 1000 兆分の１を表す数の単位であり、非常に小さいことを示して

いる。 
 
ぶつ切り料金 

複数の電気通信事業者が電気通信設備を接続して、ユーザに電気通信サービスを提

供する事業形態において、当該複数事業者が各々自己の役務提供区間について、それ

ぞれ設定した利用者料金。 
 （⇔「エンド・（ツー・）エンド料金」の項を参照） 
 
プラットフォーム 

様々なネットワークサービス提供のため、共通的に利用可能な整備された機能。 

一般に、認証機能、課金機能、著作権管理機能などが該当する。 

 
ブロードバンド 

FTTH、DSL、ケーブルインターネットなど、高速通信を可能とする回線 
ブロードバンドに対し、低速の回線をナローバンドという。 

 
ベストエフォート 

ユーザが利用できる通信の伝送帯域を、ネットワークが混雑したときには、保証し

ないタイプのサービス。 
これに対し、伝送速度を保証するサービスの型は「ギャランティ型」と呼ばれる。 

 
包括免許（無線局の） 

同じ類型に属する無線局について、個々の無線局ごとに免許を受けることなく、一
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つの免許を受けることによって、複数の無線局を開設することが可能となる制度。 
対象となる無線局は、発射する電波が通信の相手方の無線局により自動的に制御さ

れる無線局で、技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの(特定無線局)
であり、具体的には電気通信事業用としては携帯電話の陸上移動局などが該当する。 

 
防災行政無線 

地震、火災、天災等の発生時等において、国、地方自治体等の公共機関が円滑な防

災情報の伝達等を行うことを目的とした無線通信。 
 

ボトルネック設備 

その設備を利用しなければ事業の遂行やサービスの提供ができない、若しくは著し

く困難になってしまうような設備。 
 
マイクロセル 

移動無線システムにおける半径が数百 m のセル。 
具体的には、ＰＨＳのセルなどが該当し、通常の携帯電話のセルに比べてセルの半

径が小さいため、マイクロセルと呼ばれる。 
（⇔「マクロセル」、「フェムトセル」の項を参照） 

 
マイライン（優先接続） 

電話をした場合にユーザが事前に登録した電話会社に自動的に通話をつなぐ電話

会社選択サービス。 
ユーザ側で事業者識別番号をダイヤルする必要がなくなる。平成１３年５月に開始

された。 
 

マクロセル 

移動無線システムにおける規模大きなセル。 
携帯電話において、セルの半径は 1.5ｋｍ～数ｋｍで、ＰＨＳなどのセルに比べて

大きいため、マクロセルと呼ばれる。 

（⇔「マイクロセル」、「フェムトセル」の項を参照） 
 
無線従事者 

無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをい

う（電波法第２条第６号参照）。 
  無線局の無線設備の操作は、簡易な操作であって総務省令（電波法施行規則第３３

条）で定めるものを除き、無線従事者又は主任無線従事者の監督を受けた者でなけれ

ば行ってはならない。 
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無線ＬＡＮ 

無線を使って構築される LAN。 
通信方式は、2.4GHz 帯を用いる IEEE802.11b（最大伝送速度 11Mbps）や、5.2GHz

帯を用いる IEEE802.11a（最大伝送速度 54Mbps）等がある。 
 
メディア・コンバータ 

光ファイバと銅線ケーブルの間などでデータ伝送のメディア変換を行う装置。 
 

免許不要局 

免許を受けることなく、自由に開設することが認められた無線局。 
発射する電波が著しく微弱な無線局、市民ラジオの無線局及び空中線電力が 0.01W

以下の小電力無線局で総務省告示の条件に適合するもの(コードレス電話、特定小電

力無線局等)については免許は不要で、その開設は自由である。 
 
予備免許（無線局の） 

無線局の開設に先立って与えられる免許。 
申請書の内容が定められた条件を満たしている場合、予備免許が与えられる。その

後、申請者は工事に着手し、落成後の検査に合格すれば免許が与えられる。 
 
ライン・シェアリング 

他の通信事業者が敷設済みの銅線を借りて ADSL サービスなどを提供する仕組み

の一つで、電話サービスに利用しない周波数帯域を貸し出す形態。 
 
ルータ 

異なるネットワーク同士を接続するネットワーク機器。 
ネットワークを流れてきたデータについて、あて先アドレスから通信経路を選択し、

他のネットワークへ中継を行う。 
 
ローミング 

携帯電話などで、ユーザが直接契約している電気通信事業者のサービス・エリア外

において、他の電気通信事業者の通信サービスを受けられるようにすること。 
 
ＡＤＲ 

Alternative Dispute Resolution の略。裁判以外の紛争解決手段。 
行政機関や民間機関によるあっせん，仲裁及び民事調停・家事調停，訴訟上の和解

などがある。 
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ＢＷＡ 

Broadband Wireless Access の略。広帯域移動無線アクセス。屋外や移動環境下で

ブロードバンドアクセスを可能にする無線システムの総称。 
 
ＣＤＭＡ 

Code Division Multiple Access の略。符号分割多元接続。 
無線通信で、同じ周波数帯の電波を複数のユーザで効率的に共用する多元接続方式

の一つでスペクトラム拡散を基盤技術とする。CDMA 方式のメリットは、①信号の

秘匿性が高く盗聴に強い、②妨害波や干渉波の影響を受けにくい等がある。 
 
ＤＳＬ 

Digital Subscriber Line の略。デジタル加入者回線。電話用のメタリックケーブル

にモデム等を設置することにより、高速のデジタルデータ伝送を可能とする方式の総

称。 
 
ＤＳＬＡＭ 

Digital Subscriber Line Access Multiplexer の略。複数の DSL 回線を束ね、ルー

タなどの通信機器と接続して高速・大容量なバックボーンへの橋渡しを行う集線装置。 
 
ＦＤＤ 

Frequency Division Duplex の略。移動通信システムにおいて基地局と移動機の間

での双方向通信を実現する通信方式の一つ。 
上り回線と下り回線で、異なる周波数を利用する。 

 
ＦＭＣ 

Fixed-Mobile Convergence の略。固定通信（Fixed）と移動通信（Mobile）の間で、

料金請求、端末、ネットワークなどを組み合わせてサービスを提供すること。 

 
ＦＴＴＨ 

Fiber To The Home の略。各加入者宅まで光ファイバを敷設することにより実現す

る、数 10～最大 100Mbps 程度のブロードバンドサービス。 
 

ＦＴＴＲ 

Fiber To The Remote Terminal の略。加入者宅の近くまで光ファイバを引き、そ

こから宅内までを VDSL などの高速 DSL でつなぐブロードバンドサービス。 
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ＩＰ 

Internet Protocol の略。インターネットによるデータ通信を行うための通信規約。 
 
ＩＰ電話 

通信ネットワークの一部又は全部において IP（インターネットプロトコル）技術

を利用して提供する音声電話サービス。 
 
ＩＰv６ 

Internet Protocol-version ６の略。現在広く使用されているインターネットプロト

コル（ＩＰⅴ４）の次期規格。 
ＩＰｖ４に比べて、アドレス数の大幅な増加、セキュリティの強化及び各種設定の

簡素化等が実現できる。 
 
ＩＳＰ 

Internet Service Provider の略。インターネット接続サービスを提供している電

気通信事業者。 

単に、プロバイダーと呼ばれることもある。 

 
ＩＸ 

多数のＩＳＰが効率的にトラヒックを交換するために設けられたポイント・設備。 
 
ＬＡＮ 

Local Area Network の略。企業内、ビル内、事業所内等においてコンピュータや

プリンタ等の情報機器を接続するネットワーク。 
 

ＬＬＵ 

Local Loop Unbundle の略。地域通信網（ローカル・ループ）を設備ごとにアンバ

ンドルし、他の電気通信事業者に開放すること。 
 
ＬＲＩＣ 

Long-Run Incremental Cost の略。長期増分費用方式。接続料を、実際の費用発生

額（ヒストリカルコスト）ではなく、現在と同じ加入数規模とトラヒックに対する処

理能力を備えたネットワークを現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と

技術で新たに構築した場合の費用（フォワード・ルッキング・コスト）に基づいて算

定する方式。 
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ＭＣＡ 

Multi-Channel Access の略。１つの制御局から発する複数の周波数を多数のユー

ザが利用することで周波数の有効利用を図る無線システム。 
ＭＣＡでは、通信に際しては多数のチャネルの中から空きチャネルを自動的に選択

する。 
 

ＭＤＦ 

Main Distribution Frame の略。主配線盤。外部から引き込んだ加入者線の束を収

容し、内部に配線する設備。 
電話局やオフィス・ビル、集合住宅に設置されている。 

 
ＭVＮＥ 

Mobile Virtual Network Enabler の略。 
MVNO との契約に基づき当該 MVNO の事業の構築を支援する事業を営む者（当

該事業に係る無線局を自ら開設・運用している者を除く。）。 
 
ＭＮＯ 

Mobile Network Operator の略。移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む

者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設・運用している者。 

 
ＭＶＮＯ 

Mobile Virtual Network Operator の略。①MNO の提供する電気通信役務として

の移動通信サービスを利用して、又は MNO と接続して、移動通信サービスを提供す

る電気通信事業者であって、②当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設（開設

された無線局に係る免許人等の地位の承継を含む。）・運用していない者。 
 
ＮＧＮ 

Next Generation Network の略。PSTN（公衆交換電話網。電話交換機によって構

成される通信網）に代わるパケットベースのネットワーク。 
電気通信サービスの提供を目的として、広帯域かつ QoS 制御が可能な伝送技術を

活用したパケットベースのネットワーク。 
 
ＮＮＩ 

Network‐Network Interface の略。ネットワーク間を接続するためのインタフェ

ース。 
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ＮＴＳコスト 

  Non-Traffic Sensitive Cost の略。電気通信サービス提供に必要な経費のうち、通

信量（トラヒック）に依存しない費用。 
 
ＰＳＴＮ 

Public Switched Telephone Networks の略。電話交換機によって構成される通信

網。 
 
ＱｏＳ 

Quality of Service の略。主にネットワークサービスの品質。 
ネットワークサービスの場合、到達保証や通信帯域、遅延時間などの安定性が指標

となる。 
 

ＳＮＩ 

Application Server-Network Interface の略。各種アプリケーションサーバ類とネ

ットワークを接続するためのインタフェース。 
 
ＴＤＤ 

Time Division Duplex の略。移動通信システムにおける無線基地局と移動機の間

での双方向通信を実現する方式の一つで、非常に短い時間周期で上り方向の通信と下

り方向の通信を切り替えて、上りと下りで同じ周波数を利用するもの。 
 
ＶｏＩＰ 

Voice over Internet Protocol の略。IP ネットワーク上で音声をやり取りするため

の技術の総称。 
IP 電話やインターネット電話と呼ばれるサービスはこの技術を用いる。 

 
ＷＤＭ 

Wavelength Division Multiplexing の略。光ファイバの両端に波長を多重化する装

置をつなぎ、光ファイバ上の伝送情報量を飛躍的に増大する技術。 
 
ＷｉＭＡＸ 

Worldwide Interoperability for Microwave Access の略。数 km～数 10km 程度の

広範囲をカバーし、最大約 75Mbps(20MHz 帯)の高速通信が可能な無線通信規格。 
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資料 ９ 

電気通信事業紛争処理委員会の歩み（年表） 
 

年 月 電気通信事業紛争処理委員会の出来事 委員会に関連する主な出来事 
平成 13年 
(2001 年) 

11 月 電気通信事業紛争処理委員会発足（香城

委員長・森永委員長代理選任） 
運営手続の整備（電気通信事業紛争処理

委員会運営規程の決定） 
紛争処理マニュアルの策定（「IT 時代の

公正な紛争解決に向けて」） 

6 月 電気通信事業紛争処理委員会の設置

を定める「電気通信事業法等の一部を

改正する法律」の成立 
 

平成 14年 
(2002 年) 

1 月 あっせんによる初の紛争解決 
2 月 

 
コロケーションのルール改善について、

総務大臣に勧告 

4 月 総務大臣に初めての年次報告提出 

11 月 接続における適正な料金設定が行い得

る仕組みの整備について、総務大臣に勧

告 
平成 15年 
(2003 年) 

6 月 「競争環境の変化と電気通信事業者間

紛争」の公表 
7 月 「電気通信事業法及び日本電信電話

株式会社法の一部を改正する法律」の

成立（平成 16 年 1 月施行） 10月 仲裁手続の整備（電気通信事業紛争処理

委員会仲裁準則の決定） 8 月 仲裁法の成立（平成 16 年 3 月施行）

平成 16年 
(2004 年) 

5 月 英語版ウェブページの開設 12月 「裁判外紛争解決手続の利用の促進

に関する法律」の制定（平成 19 年 4
月施行） 

11 月 第二期目の活動開始 
あっせん・仲裁手続の改善（あっせん・

仲裁委員の欠格事由の具体化、答弁書の

提出期間の指定、代理人・補佐人の規定

整備など、運営規程・仲裁準則の改正）

12月 「第一期３年間を総括して」の公表 
「電気通信事業紛争処理相談窓口」の開

設 
平成 17年 
(2005 年) 

4 月 「諸外国の紛争処理制度の比較」とりま

とめ 
平成 18年 
(2006 年) 
 

6 月 「電気通信事業者」相談窓口の開設 9 月 総務省「新競争促進プログラム 2010」
公表 

10月 「電気通信事業における紛争処理等の

将来像」の公表 
ウェブページのリニューアル実施 

平成 19年 
(2007 年) 

2 月 森永委員長・田中委員長代理選任 9 月 総務省「モバイルビジネス活性化プラ

ン」公表 
11 月 MVNO の参入促進のための環境整備に

ついて、総務大臣に勧告 
12月 無線局の開設等に伴う混信防止に関

するあっせん・仲裁制度の創設を含む

「放送法等の一部を改正する法律」の

成立（平成 20 年 4 月施行） 第三期目の活動開始（龍岡委員長・坂庭

委員長代理選任） 

平成 20年 
(2008 年) 

2 月 パンフレットの作成・配布 

4 月 無線局の開設等に伴う混信防止に関す

るあっせん・仲裁制度の開始 
ウェブページの再リニューアル実施 
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